
一

「
千
島
艦
事
件
」
再
考

─ 

一
八
九
〇
年
代
に
お
け
る
対
外
硬
言
説
の
流
通
と
地
域
社
会 

─

中　

川　

未　

来

　

は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
一
八
九
二
年
に
発
生
し
た
軍
艦
千
島
の
海
難
事
故
を
め
ぐ

る
情
報
の
流
通
過
程
を
地
域
の
視
座
か
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
近

代
日
本
で
国
民
国
家
形
成
の
画
期
と
な
っ
た
日
清
戦
争
期
の
政
治
社
会

に
お
け
る
対
外
硬
言
説
の
機
能
を
検
証
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
ま

ず
問
題
の
所
在
を
示
す
た
め
に
、
愛
媛
県
桑
村
郡
壬
生
川
村
（
現
・
西

条
市
）
の
鷺
森
神
社
で
挙
行
さ
れ
た
事
故
犠
牲
者
の
慰
霊
祭
に
関
す
る

報
道
を
確
認
し
た
い
。

　

一
八
九
三
年
一
月
四
日
、
新
暦
正
月
の
鷺
森
神
社
に
は
緑
門
が
設
け

ら
れ
、
鳥
居
に
は
「
招
魂
祭
」
の
三
文
字
が
掲
げ
ら
れ
た
。
球
灯
と
旗

幟
で
彩
ら
れ
た
境
内
に
は
、
参
会
者
の
た
め
幔
幕
と
屏
風
で
寒
気
を

遮
っ
た
仮
屋
も
建
て
ら
れ
た
。
の
ち
に
「
千
島
艦
事
件
」
と
し
て
記
憶

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
海
難
事
故
の
慰
霊
祭
が
、
同
日
午
後
一
時
よ
り
始

ま
ろ
う
と
し
て
い
た
。

　

慰
霊
の
対
象
は
壬
生
川
村
大
新
田
出
身
の
海
軍
一
等
水
兵
信
岡
菊
蔵

（
菊
造
と
も
表
記
）。
彼
が
搭
乗
す
る
新
造
軍
艦
千
島
（
図
１
）
は
、
建

造
地
フ
ラ
ン
ス
か
ら
回
航
の
途
次
、
一
八
九
二
年
一
一
月
三
〇
日
未

明
に
現
在
の
松
山
市
堀
江
沖
、
興
居
島
と
睦
月
島
の
間
に
あ
た
る
釣

島
海
峡
で
横
浜
・
香
港
航
路
の
イ
ギ
リ
ス
船
ラ
ベ
ン
ナThe R

avenna

（Peninsular and O
riental Steam

 N
avigation C

om
pany

所
属
、
以
下

Ｐ
&
Ｏ
社
、
図
２
）
と
衝
突
、
沈
没
し
千
島
の
乗
員
九
〇
人
の
う
ち

七
四
人
が
死
亡
し
た
。
信
岡
は
そ
の
一
人
で
あ
り
、
愛
媛
県
出
身
者
と

し
て
唯
一
の
犠
牲
者
で
あ
っ
た
。

　
「
招
魂
祭
」
当
日
の
参
列
者
は
村
長
一
色
範
美
ら
発
起
人
と
遺
族
、

村
民
を
は
じ
め
県
知
事
代
理
な
ど
約
一
〇
〇
人
、
そ
し
て
壬
生
川
尋
常

小
学
校
の
児
童
二
〇
〇
余
人
と
報
道
さ
れ
て
い
る
。
来
賓
や
小
学
校
各

学
年
代
表
に
よ
る
祭
文
朗
読
、
そ
し
て
児
童
の
唱
歌
「
皇
御
国
」「
命

を
捨
て
て
」
と
式
次
第
は
し
め
や
か
に
進
ん
だ
が
、
粉
雪
の
ち
ら
つ
く

悪
天
候
の
た
め
「
余
興
」
と
し
て
予
定
さ
れ
て
い
た
花
火
と
ニ
ワ
カ
は

中
止
さ
れ
た（
１
）。

　

こ
の
慰
霊
祭
が
、
本
来
は
戦
死
し
た
軍
人
を
祀
る
祭
式
で
あ
る
「
招



二

図１　千島の艦影（出典：『大日本帝国軍艦貼』海軍文庫、1894年）

図２　ラベンナの艦影（出典：The South Australian Maritime Museum, Passengers in History, 
https://passengers.history.sa.gov.au/node/934673、2021年５月19日最終閲覧）
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千
島
艦
事
件
」
再
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三

魂
祭
」
と
し
て
執
行
さ
れ
た
点
、
ま
た
そ
の
実
施
に
あ
た
り
明
治
天
皇

と
皇
后
か
ら
祭
粢
料
五
円
が
下
賜
さ
れ
た
点
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に（
２
）、

信
岡
菊
蔵
の
「
殉
職
」
は
第
一
に
国
家
の
文
脈
に
お
い
て
意
義
づ
け
ら

れ
た
。
し
か
し
一
方
で
彼
に
捧
げ
ら
れ
た
祭
文
の
一
節
─
「
興
居
の

山
長
く
緑
に
桑
村
の
峯
と
相
映
し
堀
江
の
海
常
に
深
く
壬
生
の
潮
と
相

通
す
、
亦
少
し
く
魂
魄
を
慰
す
る
に
足
ら
ん
」
─
は（
３
）、

事
故
現
場
が

信
岡
の
故
郷
に
近
接
し
て
い
る
点
に
僅
か
な
慰
め
を
見
出
そ
う
と
す
る

内
容
を
含
ん
で
お
り
、
こ
こ
か
ら
は
信
岡
菊
蔵
と
い
う
個
人
の
死
を
地

域
社
会
に
取
り
戻
し
、
悼
も
う
と
す
る
意
思
も
看
取
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
同
じ
く
一
八
九
三
年
一
一
月
三
〇
日
に
和
気
郡
三
津
浜

町
（
現
・
松
山
市
）
で
開
催
さ
れ
た
「
千
島
艦
事
件
遭
難
一
周
年
弔

祭
」
は
、
壬
生
川
村
の
慰
霊
祭
と
は
大
き
く
異
な
る
様
相
を
呈
し
た
。

会
場
で
朗
読
さ
れ
た
「
薦
告
之
文
」
に
は
、「
英
奴
の
暴
慢
不
礼
な
る

は
言
語
同
断
、
寸
断
に
屠
て
醢
等
と
な
す
も
尚
飽
足
ら
さ
る
の
思
ひ
あ

り
」
と（
４
）、

加
害
者
た
る
イ
ギ
リ
ス
側
へ
の
憎
し
み
の
念
が
あ
か
ら
さ
ま

に
表
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
犠
牲
者
の
出
身
地
と
そ
れ

以
外
と
で
は
事
件
の
受
け
止
め
か
た
は
異
な
る
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。

だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
事
故
発
生
後
約
一
年
弱
を
経
て
、「
千

島
艦
事
件
」
は
単
な
る
海
難
事
故
を
越
え
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
感
情
を
喚

起
す
る
社
会
的
事
件
へ
と
変
貌
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

政
治
史
を
中
心
と
す
る
従
来
の
研
究
史
に
お
い
て
「
千
島
艦
事
件
」

は
、
主
に
第
二
次
伊
藤
博
文
内
閣
と
自
由
党
に
批
判
的
な
改
進
党
と

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
た
ち
が
「
対
外
硬
」
を
旗
印
に
条
約
改
正
問
題
の
政

治
焦
点
化
を
図
っ
た
一
八
九
二
〜
九
四
年
段
階
の
政
局
下
の
点
景
と
し

て
、
と
り
わ
け
第
五
議
会
で
政
府
批
判
の
好
材
料
と
な
っ
た
事
実
を
中

心
に
叙
述
さ
れ
て
き
た（
５
）。

こ
の
事
故
が
当
該
期
の
政
治
過
程
に
与
え
た

影
響
を
整
理
す
る
と
、
千
島
の
操
艦
に
過
失
を
認
め
な
か
っ
た
政
府

は
、
九
三
年
五
月
六
日
に
領
事
裁
判
権
を
認
め
る
日
英
修
好
通
商
条
約

の
規
定
に
よ
り
Ｐ
&
Ｏ
社
を
横
浜
の
英
国
領
事
館
に
提
訴
し
た
。
Ｐ
&

Ｏ
社
は
千
島
の
過
失
を
唱
え
反
訴
し
た
が
、
法
廷
は
そ
れ
を
棄
却
し
損

害
賠
償
を
命
じ
た
（
同
六
月
二
九
日
）。
し
か
し
同
社
は
上
海
の
英
国

高
等
裁
判
所
に
控
訴
、
二
審
判
決
は
日
本
側
に
賠
償
を
求
め
る
内
容
と

な
っ
た
（
同
一
〇
月
二
五
日
）。

　

当
時
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
主
に
右
裁
判
の
過
程
で
判
明
し
た
次
の

二
点
で
あ
っ
た
。
①
初
審
で
Ｐ
&
Ｏ
社
に
反
論
す
べ
く
政
府
が
軍
艦
の

所
有
者
た
る
天
皇
の
無
問
責
と
い
う
憲
法
上
の
規
定
（
第
一
条
）
を
引

き
合
い
に
出
し
、
裁
判
中
で
天
皇
の
名
が
使
用
さ
れ
た
こ
と
。
そ
し
て

②
控
訴
審
で
事
故
現
場
の
瀬
戸
内
海
（
図
３
）
が
公
海
と
認
定
さ
れ
、

当
時
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
で
あ
っ
た
英
国
海
上
法
が
適
用

さ
れ
て
日
本
側
の
敗
訴
に
結
び
つ
い
た
こ
と
で
あ
る（
６
）。

　

対
外
硬
派
は
一
八
九
三
年
一
一
月
頃
よ
り
「
千
島
艦
事
件
を
以
て
政

界
の
焼
点
と
為
す
べ
し
」
な
ど
と
第
二
次
伊
藤
内
閣
へ
の
攻
撃
を
強

め（
７
）、

第
五
議
会
で
は
一
二
月
二
〇
日
に
改
進
党
の
鳩
山
和
夫
ら
が
「
政

府
の
千
島
号
に
関
す
る
措
置
は
条
約
の
明
文
に
由
ら
ず
正
当
の
条
理
に

基
か
ず
叩
り
に
帝
国
を
挙
げ
て
英
国
の
主
権
の
下
に
屈
従
せ
し
め
た
る

も
の
に
し
て
実
に
千
古
の
失
体
な
り
」
と
弾
劾
す
る
上
奏
案
を
衆
議



四

院
に
提
出
し
た（
８
）。
そ
の
た
め
政
府
は
議
会
を
一
〇
日
間
の
停
会
と
し
、

三
〇
日
に
は
衆
議
院
を
解
散
す
る
の
で
あ
る
。

　

三
津
浜
町
の
慰
霊
行
事
で
確
認
さ
れ
る
排
外
感
情
は
、
こ
の
よ
う
な

政
治
情
勢
下
で
醸
成
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
中
央
政
局
の
影

響
が
地
方
に
及
ん
だ
と
い
う
図
式
に
基
づ
く
理
解
で
あ
る
。
確
か
に
、

条
約
改
正
問
題
が
「
民
衆
の
深
層
心
理
」
に
存
在
し
た
「
排
外
熱
」
を

刺
激
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う（
９
）。

し
か
し
、
中
央
の
政
治
家
や
メ

デ
ィ
ア
に
踊
ら
さ
れ
、
利
用
さ
れ
る
「
民
衆
」
と
い
う
単
線
的
な
図
式

は
事
実
に
即
し
た
も
の
だ
ろ
う
か
。
実
は
「
千
島
艦
事
件
」
を
め
ぐ
る

言
説
の
中
核
を
な
す
「
ラ
ベ
ン
ナ
の
事
故
対
応
は
一
八
八
六
年
の
ノ
ル

マ
ン
ト
ン
号
事
件
を
想
起
さ
せ
る
」
と
い
う
認
識
は
、
後
述
す
る
よ
う

に
愛
媛
県
の
地
域
紙
が
発
信
し
た
情
報
に
基
づ
い
て
い
た
。「
民
衆
」

が
直
接
的
で
あ
れ
間
接
的
で
あ
れ
身
近
に
発
生
し
た
海
難
事
故
と
し
て

「
千
島
艦
事
件
」
に
関
わ
っ
た
愛
媛
の
地
域
社
会
に
視
座
を
据
え
る
な

ら
ば
、
近
代
日
本
社
会
に
お
い
て
草
の
根
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
誘
発

さ
れ
る
諸
契
機
を
具
体
的
に
検
証
す
る
道
が
開
け
る
だ
ろ
う
。

　

地
域
社
会
か
ら
「
千
島
艦
事
件
」
を
捉
え
る
こ
と
の
重
要
性
は
、
つ

と
に
松
尾
忠
博
が
訴
え
て
い
る
。
同
氏
は
『
近
代
日
本
総
合
年
表
』
や

『
日
本
外
交
年
表
並
主
要
文
書
』
と
い
っ
た
基
本
的
な
参
考
文
献
に
お

い
て
長
ら
く
事
故
発
生
現
場
が
「
深
江
沖
」
と
誤
記
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
批
判
し
（
現
在
は
同
氏
の
指
摘
を
受
け
修
正
）、
例
え
ば
地
名
に
表

象
さ
れ
る
「
事
実
」
の
固
有
性
を
脱
色
し
都
合
良
く
利
用
し
て
き
た
研

究
者
の
姿
勢
を
鋭
く
批
判
し
て
い
る）

（1
（

。

図３　「千島艦沈没所在図」（部分。出典：1892年12月５日陸奥宗光宛勝
間田稔進達、外務省外交史料館蔵外務省記録「千島艦英船「ラベンナ」
号ト衝突沈没一件」5-（-8-1-（9）



「
千
島
艦
事
件
」
再
考

五

　

ア
マ
チ
ュ
ア
の
立
場
か
ら
地
域
史
料
を
丹
念
に
収
集
し
て
き
た
同
氏

の
業
績
に
多
く
を
学
び
つ
つ
、
本
稿
で
は
①
当
該
期
の
瀬
戸
内
海
に
特

徴
的
な
海
運
事
情
（
第
一
章
）、
②
メ
デ
ィ
ア
を
介
し
た
情
報
流
通
、

と
り
わ
け
地
域
紙
と
中
央
紙
の
関
係
（
第
二
章
）、
③
愛
媛
県
に
お
け

る
事
故
対
応
と
「
民
衆
」
の
関
わ
り
（
第
三
章
）
と
い
う
三
つ
の
視
点

を
設
定
し
、
改
め
て
「
千
島
艦
事
件
」
を
め
ぐ
る
言
説
状
況
を
解
き
ほ

ぐ
し
て
み
た
い）

（（
（

。
な
お
、
以
下
引
用
史
料
は
必
要
に
応
じ
て
句
読
点
を

加
え
る
な
ど
、
最
小
限
の
処
理
を
施
し
て
い
る
。

一　

事
故
現
場
と
し
て
の
瀬
戸
内
海

　

最
初
に
確
認
す
べ
き
は
、
事
故
現
場
と
な
っ
た
当
該
期
の
瀬
戸
内
海

に
お
け
る
海
運
状
況
と
い
う
環
境
要
因
で
あ
る
。
千
島
と
ラ
ベ
ン
ナ
の

衝
突
は
偶
発
的
な
事
故
だ
っ
た
の
か
。
ま
ず
日
本
列
島
沿
海
全
域
と
瀬

戸
内
海
を
比
較
し
て
海
難
事
故
の
傾
向
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
統
計
の

残
る
一
八
七
五
年
か
ら
事
故
発
生
の
翌
年
九
三
年
ま
で
の
海
難
件
数
と

死
者
数
、
海
員
審
問
の
数
を
ま
と
め
た
も
の
が
表
１
で
あ
る
。
こ
こ
か

ら
は
、
二
つ
の
特
徴
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
ず
①
全
国
の
海
難
件
数
に
占
め
る
瀬
戸
内
海
で
の
発
生
率
は
、
概

ね
一
八
八
六
年
を
画
期
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
二
割
台
前
半
で
推
移
し
て

い
た
も
の
が
二
割
台
後
半
か
ら
三
割
台
へ
と
増
加
し
て
い
る
。
た
だ
し

遭
難
船
の
大
多
数
は
、
五
〇
〇
石
積
以
下
の
和
船
で
あ
っ
た
。
そ
の
一

方
で
、
②
全
国
的
に
汽
船
の
遭
難
に
よ
る
死
亡
者
は
九
一
年
以
降
増
加

年
海難件数 海難による死亡者数 海難審問

件数　　計 瀬戸内海の
割合（％）　 計 汽船 西洋型帆船 和船

1875 444
1876 432
1877 856
1878 519 264 88 3 173
1879 410 85 0 39 46
1880 646 220 66 15 139 5
1881 678 26.5 161 1 10 150 26
1882 487 20.1 117 0 35 82 27
1883 505 21.2 110 2 16 92 31
1884 687 22.7 182 6 18 158 33
1885 529 20.6 96 5 21 70 18
1886 689 25.1 193 71 1 121 11
1887 531 26.6 89 0 12 77 22
1888 468 33.3 75 7 0 68 20
1889 474 27.2 114 0 41 73 23
1890 462 23.6 152 68 36 48 39
1891 853 38.3 622 339 12 271 30
1892 425 32.0 240 173 4 63 42
1893 605 29.1 317 155 31 131 36

表１　海難件数と死亡者数、海難審問件数の推移

註：ここで「瀬戸内海」とは、典拠資料中「本州西部南海岸」（自和歌山県西方至山口県管下長門国）と「四
国北海岸」（愛媛県・香川県）を合せた範囲を指す。

出典：『日本帝国第五統計年鑑』（内閣統計局、1886年）、『日本帝国第七統計年鑑』（同、1888年）、『日本帝国
第十統計年鑑』（同、1891年）、『日本帝国第十三統計年鑑』（内閣書記官室統計課、1894年）。



六

し
て
お
り
、
海
難
審
問
の
件
数
も
年
二
〇
件
以
下
で
あ
っ
た
の
が
九
〇

年
よ
り
三
〇
件
台
を
維
持
す
る
よ
う
に
な
る
。

　

右
の
特
徴
①
②
は
、
千
島
と
ラ
ベ
ン
ナ
の
衝
突
が
決
し
て
偶
発
的
な

も
の
で
は
な
く
、
当
該
期
の
瀬
戸
内
海
で
は
海
難
事
故
が
増
加
傾
向
に

あ
り
、
か
つ
全
国
的
に
汽
船
に
よ
る
重
大
事
故
も
増
え
つ
つ
あ
っ
た
と

い
う
全
体
状
況
の
な
か
で
発
生
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
で
は
な
ぜ

一
八
八
〇
年
代
半
ば
以
降
、
海
難
事
故
が
多
発
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

近
代
日
本
で
汽
船
が
全
国
航
路
網
の
形
成
を
開
始
し
た
の
は

一
八
七
五
年
で
あ
る
。
八
九
年
に
は
汽
船
や
西
洋
型
帆
船
に
よ
る
海
運

が
和
船
を
凌
駕
し
、
海
上
の
物
流
は
汽
船
を
中
心
と
す
る
輸
送
に
吸
収

さ
れ
た
。
し
か
し
汽
船
が
寄
港
可
能
な
港
湾
は
主
要
港
に
限
定
さ
れ
て

お
り
、
和
船
は
幹
線
航
路
を
補
完
す
る
海
上
輸
送
市
場
を
形
成
す
る
こ

と
で
、
瀬
戸
内
海
な
ど
内
海
航
路
を
中
心
に
生
き
残
っ
た）

（1
（

。

　

一
八
九
〇
年
代
に
入
る
と
、
地
域
間
を
結
ぶ
航
路
に
お
い
て
も
汽
船

の
進
出
が
著
し
く
な
っ
た
。
愛
媛
県
で
は
い
ち
早
く
宇
和
島
運
輸
が

八
五
年
に
宇
和
島
・
大
阪
線
を
開
設
し
、
続
い
て
石
崎
廻
漕
店
（
現
・

石
崎
汽
船
）
が
九
〇
年
に
三
津
浜
・
宇
品
間
線
を
、
九
二
年
に
は
住
友

尾
道
支
店
が
新
居
浜
・
尾
道
線
を
開
設
し
て
い
る）

（1
（

。
こ
の
う
ち
例
え
ば

新
居
浜
と
尾
道
を
結
ぶ
航
路
に
は
住
友
が
新
造
し
た
汽
船
御
代
島
丸
が

就
航
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
九
二
年
七
月
一
五
日
に
尾
道
ま
で
延
伸
し

た
山
陽
鉄
道
（
現
・
Ｊ
Ｒ
山
陽
本
線
）
に
接
続
す
る
航
路
で
あ
っ
た
。

同
航
路
に
は
広
島
合
資
会
社
も
汽
船
二
隻
を
投
入
し
競
争
が
激
化
し
た

た
め
、
住
友
は
大
阪
商
船
よ
り
木
津
川
丸
を
購
入
し
て
い
る）

（1
（

。

　

瀬
戸
内
海
に
お
い
て
一
八
八
〇
年
代
後
半
よ
り
五
〇
〇
石
積
以
下
の

和
船
を
中
心
に
海
難
事
故
が
増
加
し
、
か
つ
全
国
的
に
見
て
汽
船
に
よ

る
事
故
も
九
一
年
以
降
重
大
化
し
た
と
い
う
特
徴
①
②
は
、
こ
の
よ
う

な
海
運
環
境
の
変
化
、
と
り
わ
け
内
海
航
路
に
お
け
る
和
船
の
残
存
と

同
航
路
へ
の
汽
船
参
入
に
よ
る
海
上
交
通
の
混
雑
化
が
要
因
で
あ
っ

た
と
い
え
る
。
愛
媛
の
事
業
者
が
所
有
し
た
船
舶
も
例
外
で
は
な
く
、

九
〇
年
前
後
に
限
っ
て
も
、
例
え
ば
宇
和
島
運
輸
の
汽
船
は
第
三
宇
和

島
丸
が
八
九
年
一
二
月
に
兵
庫
県
御
影
沖
で
神
港
丸
（
神
港
社
所
有
）

と
、
第
四
宇
和
島
丸
が
九
〇
年
五
月
に
香
川
県
多
度
津
沖
で
第
一
徳
山

丸
（
共
栄
社
所
有
）
と
、
第
二
宇
和
島
丸
が
九
二
年
六
月
に
神
戸
港
で

倉
庫
船
と
、
そ
れ
ぞ
れ
立
て
続
け
に
衝
突
事
故
を
起
こ
し
て
い
る）

（5
（

。

　

つ
ま
り
海
上
交
通
の
混
雑
が
顕
著
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
当
該
期
の
瀬

戸
内
海
に
あ
っ
て
は
、
千
島
、
そ
し
て
ラ
ベ
ン
ナ
も
、
そ
れ
ぞ
れ
他
船

と
事
故
を
起
こ
す
可
能
性
は
十
分
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
現
に
両
者
が

衝
突
す
る
直
前
の
一
八
九
二
年
一
一
月
二
一
日
に
は
、
宇
和
島
運
輸
の

第
一
宇
和
島
丸
が
神
戸
沖
で
外
国
船
と
衝
突
し
て
い
る
。
ま
た
ラ
ベ
ン

ナ
は
す
で
に
事
故
発
生
に
先
立
つ
一
一
月
一
八
日
に
神
戸
沖
で
和
船
お

よ
び
伝
馬
船
と
接
触
す
る
事
故
を
起
こ
し
て
い
た）

（1
（

。

　

ま
た
神
戸
港
を
擁
す
る
瀬
戸
内
海
は
、
内
海
航
路
の
み
な
ら
ず
、
開

港
地
間
を
結
び
香
港
や
上
海
に
接
続
す
る
外
国
航
路
の
商
船
が
行
き
来

す
る
海
域
で
も
あ
っ
た
。
ラ
ベ
ン
ナ
は
、
従
来
Ｐ
&
Ｏ
社
の
横
浜
・
神

戸
・
長
崎
・
香
港
線
に
就
航
し
て
い
た
ア
ン
コ
ナThe A

ncona

が
香

港
に
て
ド
ッ
ク
入
り
し
た
た
め
代
船
と
し
て
同
線
に
臨
時
就
役
し
て
い



「
千
島
艦
事
件
」
再
考

七

た
貨
客
船
で
あ
り
、
横
浜
か
ら
神
戸
を
経
て
長
崎
へ
向
か
う
途
中
で
千

島
に
衝
突
し
た
。
ラ
ベ
ン
ナ
は
事
故
処
理
の
た
め
一
二
月
二
日
ま
で
堀

江
沖
に
碇
泊
し
た
た
め
、
乗
客
の
一
部
は
折
か
ら
同
地
を
通
過
し
た
カ

ナ
ダ
汽
船
会
社C

anadian Pacific Steam
ships

の
客
船
エ
ン
プ
レ
ス
・

オ
ブ
・
ジ
ャ
パ
ンThe Em

press of Japan

に
移
乗
し
長
崎
へ
向
か
っ

て
い
る）

（1
（

。

　

さ
ら
に
瀬
戸
内
海
は
外
国
軍
艦
が
通
行
す
る
海
路
で
も
あ
っ
た
。
事

故
直
後
に
遭
難
を
い
ち
早
く
報
知
し
た
一
人
に
和
気
郡
堀
江
村
（
現
・

松
山
市
）
の
村
役
場
書
記
の
野
本
岩
五
郎
が
い
る
。
一
八
九
二
年
一
二

月
二
日
付
『
愛
媛
新
報
』
は
、
野
本
が
「
予
て
県
知
事
よ
り
仏
国
東
洋

艦
隊
の
海
岸
に
碇
泊
す
る
場
合
に
は
相
当
の
手
当
を
な
せ
よ
と
の
内
諭

あ
り
し
を
知
る
も
の
か
ら
」
フ
ラ
ン
ス
艦
隊
の
来
航
と
誤
認
し
、「
単

身
小
舟
を
漕
ぎ
出
し
た
」
旨
の
談
話
を
紹
介
し
て
い
る）

（8
（

。
彼
の
認
識
は

同
年
七
月
一
二
日
と
一
一
月
二
五
日
に
発
さ
れ
た
「
仏
国
軍
艦
寄
港
繋

泊
ノ
際
応
分
ノ
請
求
有
之
ト
キ
ハ
相
当
ノ
補
助
ヲ
与
フ
ヘ
シ
」
と
の
県

知
事
訓
令
に
基
づ
い
て
い
た）

（9
（

。
六
月
一
三
日
に
は
ド
イ
ツ
軍
艦
の
航
行

に
関
し
て
も
同
様
の
訓
令
が
出
て
お
り）

11
（

、
こ
の
海
域
で
の
外
国
軍
艦
の

通
行
が
日
常
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

一
方
の
千
島
に
つ
い
て
見
る
と
、
同
艦
は
壬
午
事
変
（
一
八
八
二

年
）
後
の
軍
拡
構
想
の
な
か
で
策
定
さ
れ
た
八
五
年
度
の
海
軍
第
一
期

軍
備
拡
張
計
画
で
建
造
が
決
定
さ
れ
た
。
し
か
し
内
閣
制
度
移
行
を
見

据
え
た
緊
縮
財
政
の
実
施
と
い
う
政
治
課
題
の
も
と
、
伊
藤
博
文
や
井

上
馨
は
計
画
の
見
直
し
を
求
め
た
。
結
果
と
し
て
千
島
の
起
工
は
八
九

年
一
一
月
と
な
り
、
進
水
も
翌
九
〇
年
一
一
月
二
六
日
と
後
倒
し
に

な
っ
た）

1（
（

。

　

そ
の
後
、
東
ア
ジ
ア
国
際
情
勢
へ
の
危
機
感
か
ら
政
府
は
海
軍
拡
張

の
容
認
に
転
じ
る
が
、
初
期
議
会
期
に
お
け
る
「
民
力
休
養
」
と
「
富

国
強
兵
」
の
相
剋
は
事
故
当
時
も
継
続
し
て
お
り
、
政
府
が
い
わ
ゆ
る

建
艦
詔
勅
を
用
い
て
海
軍
予
算
の
議
会
通
過
を
図
っ
た
の
は
一
八
九
三

年
二
月
一
〇
日
で
あ
る
。
事
故
発
生
直
後
の
中
央
紙
、
例
え
ば
九
二
年

一
二
月
四
日
付
『
東
京
朝
日
新
聞
』
は
「
海
軍
の
拡
張
並
に
航
海
線
の

延
長
を
主
唱
す
る
」
と
い
う
文
脈
で
、「
軍
艦
の
数
僅
少
な
る
場
合
に

於
て
ハ
比
較
的
に
大
な
る
損
害
」
と
千
島
の
損
失
を
惜
し
む
社
説
を
掲

載
し
た
が）

11
（

、
そ
れ
は
右
の
事
情
を
念
頭
に
お
い
た
も
の
だ
っ
た
。

　

千
島
の
排
水
量
は
七
五
〇
ト
ン
で
あ
り
、
艦
種
は
外
洋
で
の
長
期
航

海
を
想
定
し
な
い
水
雷
砲
艦
で
あ
る
。
国
内
造
船
業
の
未
発
達
の
た
め

フ
ラ
ン
ス
に
発
注
さ
れ
た
千
島
は
一
八
九
二
年
四
月
の
竣
工
後
、
地
中

海
よ
り
大
西
洋
、
印
度
洋
を
経
て
一
一
月
二
四
日
に
長
崎
へ
到
達
す
る

と
い
う
長
距
離
の
航
海
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
千
島
の
遭
難
は
、
一
面

で
は
海
軍
の
軍
拡
構
想
と
議
会
政
治
の
開
始
、
そ
し
て
重
工
業
の
未
成

熟
と
い
う
当
該
期
の
諸
課
題
が
複
合
的
に
作
用
し
た
結
果
で
も
あ
っ
た

の
で
あ
る
。

二　
「
中
央
」
と
「
地
方
」、
連
鎖
す
る
言
説
空
間

　

次
に
新
聞
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
事
故
報
道
と
、
そ
の
傾
向
を
点
検
す



八

る
。
そ
の
際
に
は
、
①
東
京
や
大
阪
で
発
行
さ
れ
全
国
的
に
流
通
し
て

い
た
全
国
紙
と
、
②
特
定
の
地
域
で
流
通
し
た
地
域
紙
が
発
信
し
た
言

説
の
影
響
関
係
に
注
目
し
た
い
。
検
討
対
象
は
対
外
硬
派
の
代
表
的
な

メ
デ
ィ
ア
で
あ
っ
た
『
大
阪
朝
日
新
聞
』『
東
京
朝
日
新
聞
』『
日
本
』、

そ
し
て
愛
媛
県
の
地
域
紙
『
海
南
新
聞
』『
愛
媛
新
報
』
で
あ
る
。

　

こ
の
う
ち
『
愛
媛
新
報
』
は
当
該
期
の
紙
面
が
現
存
し
て
い
な
い

が
、
後
述
す
る
よ
う
に
当
該
期
の
新
聞
メ
デ
ィ
ア
で
は
独
自
取
材
を
補

完
す
べ
く
他
紙
の
記
事
を
転
載
し
情
報
源
と
す
る
こ
と
が
通
例
と
な
っ

て
お
り
、
そ
の
結
果
が
論
調
に
影
響
す
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
っ

た
。
実
際
、
失
わ
れ
た
『
愛
媛
新
報
』
の
記
事
（
の
痕
跡
）
も
全
国
紙

に
は
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
中
央
・
地
方
の
新
聞
メ

デ
ィ
ア
間
で
循
環
す
る
情
報
の
様
態
と
機
能
に
着
目
す
る
こ
と
で
「
千

島
艦
事
件
」
を
め
ぐ
る
言
説
の
形
成
過
程
を
考
察
す
る）

11
（

。

　

ま
ず
中
央
紙
の
場
合
、
発
行
地
が
愛
媛
県
に
最
も
近
い
『
大
阪
朝
日

新
聞
』
は
千
島
と
ラ
ベ
ン
ナ
の
衝
突
事
故
を
短
文
な
が
ら
早
く
も
事
故

当
日
に
号
外
で
報
じ
て
い
る
（『
東
京
朝
日
新
聞
』
の
報
道
は
一
二
月

一
日
か
ら
）。
情
報
源
は
一
八
九
二
年
一
一
月
三
〇
日
午
後
一
時
四
二

分
に
松
山
か
ら
発
信
さ
れ
た
電
報
で
あ
る）

11
（

。
そ
の
後
の
同
紙
に
は
、
神

戸
の
Ｐ
&
Ｏ
社
代
理
店
や
大
阪
商
船
所
属
船
乗
組
員
へ
の
取
材
な
ど
、

発
行
地
で
あ
る
大
阪
の
地
の
利
を
生
か
し
た
多
様
な
情
報
源
に
よ
る
記

事
が
確
認
さ
れ
る）

15
（

。

　

注
意
す
べ
き
は
、
事
故
発
生
直
後
の
一
二
月
初
旬
段
階
に
お
け
る

『
大
阪
朝
日
新
聞
』
に
は
、
ラ
ベ
ン
ナ
側
を
明
確
に
非
難
す
る
論
調
が

確
認
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
事
故
調
査
が
進
ん
で
い
な
い
以
上
、
少

な
く
と
も
過
失
責
任
が
千
島
と
ラ
ベ
ン
ナ
何
れ
の
側
に
あ
る
の
か
は

「
双
方
審
問
の
上
な
ら
で
は
何
れ
と
も
判
じ
難
し
」
と
の
判
断
が
そ
の

背
景
に
は
あ
っ
た
。『
東
京
朝
日
新
聞
』
も
同
様
で
あ
り
、『
大
阪
朝
日

新
聞
』
よ
り
早
く
社
説
欄
で
事
故
を
取
り
上
げ
た
同
紙
は
、
先
述
し
た

よ
う
に
過
失
責
任
の
所
在
に
は
触
れ
ず
、
海
軍
拡
張
の
文
脈
で
千
島
の

損
失
を
惜
し
む
の
み
で
あ
っ
た）

11
（

。
中
央
紙
の
報
道
傾
向
は
意
外
に
も
当

初
お
し
な
べ
て
冷
静
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
『
日
本
』
の
場
合
も
、
初
め
て
事
故
に
言
及
し
た
一
二
月
三
日
付
社

説
で
は
貴
重
な
軍
事
費
の
損
失
を
招
い
た
海
軍
側
の
責
任
を
指
摘
す
る

の
み
で
あ
る）

11
（

。
し
か
し
紙
面
に
目
を
凝
ら
す
と
、「
千
島
艦
事
件
」
が

後
日
「
対
外
硬
」
の
文
脈
で
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
こ
と
に
つ
な
が

る
視
点
の
存
在
に
気
が
つ
く
だ
ろ
う
。『
日
本
』
記
者
の
正
岡
子
規
に

よ
る
時
事
即
吟
「
海
の
藻
屑
」
で
あ
る
。

　

一
八
九
二
年
一
二
月
一
日
に
日
本
新
聞
社
に
入
社
し
た
正
岡
子
規
の

初
仕
事
が
、
千
島
艦
事
件
を
詠
ん
だ
「
も
の
ゝ
ふ
の
河
豚
に
喰
は
る
ゝ

哀
し
さ
よ
」（
一
二
月
二
日
掲
載
）
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
が
、
同
句
に
は
次
の
よ
う
な
前
書
き
が
付
さ
れ
て
い
た）

18
（

。

　
　
　

奔
浪
怒
濤
の
間
に
疾
風
の
勢
を
以
て
進
み
行
き
し
い
く
さ
船
端

な
く
と
つ
国
の
船
に
衝
き
当
る
よ
と
見
え
し
が
凩
に
吹
き
散
ら
さ

れ
し
木
の
葉
一
つ
渦
巻
く
波
に
隠
れ
て
跡
無
し
。
軍
艦
の
費
多
し

と
も
金
に
数
ふ
べ
し
。
数
十
人
の
貴
重
な
る
生
命
如
何
。
数
十
人

の
生
命
猶
忍
ぶ
べ
し
。
彼
等
が
其
屍
と
共
に
魚
腹
に
葬
り
去
り
し



「
千
島
艦
事
件
」
再
考

九

愛
国
心
の
値
問
は
ま
ほ
し
。

　

こ
こ
で
子
規
は
、
事
故
の
背
景
に
存
在
し
た
政
費
節
減
と
軍
拡
要
求

と
い
う
政
治
的
文
脈
を
踏
ま
え
た
上
で
「
愛
国
心
」
に
触
れ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
軍
人
の
「
愛
国
心
」
で
は
あ
る
が
、
そ
の
射
程
に

は
「
国
民
」
─
述
べ
る
ま
で
も
な
く
軍
人
は
「
国
民
」
の
範
型
で
あ

る
─
と
し
て
の
「
愛
国
心
」
も
位
置
す
る
だ
ろ
う
。
事
実
『
日
本
』

は
一
二
月
一
一
日
付
社
説
「
軍
気
説
」
に
て
過
失
責
任
の
所
在
如
何
に

つ
い
て
は
裁
判
結
果
を
待
つ
と
慎
重
に
留
保
を
付
し
つ
つ
も
、

　
　

衝
突
事
件
の
裁
定
は
早
晩
必
ず
明
か
な
ら
ん
、
然
り
と
雖
と
も
彼

れ
ラ
ヴ
エ
ン
ナ
号
な
る
者
は
吾
が
領
海
に
於
て
吾
が
軍
艦
に
触
れ

而
し
て
冷
々
淡
々
た
る
の
状
あ
る
は
、
其
の
過
失
の
何
れ
に
在
る

を
問
は
す
早
く
既
に
其
無
礼
を
自
表
す
る
も
の
、
吾
が
国
威
を
蔑

に
し
た
る
も
の
、
千
島
艦
遭
難
の
顚
末
は
寧
ろ
正
当
に
吾
れ
陸
海

軍
人
の
激
昂
をマ
マ

価
す
へ
き
者
に
非
す
や

　

と
、
英
国
側
の
「
無
礼
」
を
諌
め
「
外
敵
を
愾
る
の
気
」
の
振
作
を

論
じ
て
い
る）

19
（

。
す
で
に
『
日
本
』
主
筆
の
陸
羯
南
は
、
第
二
次
伊
藤
内

閣
が
発
足
し
た
一
八
九
二
年
八
月
か
ら
現
行
条
約
励
行
論
の
争
点
化
を

目
指
し
て
い
た
。
右
の
事
故
評
価
か
ら
は
、
千
島
と
ラ
ベ
ン
ナ
の
衝
突

を
法
的
責
任
と
い
う
論
点
と
切
り
離
し
、「
国
民
的
感
情
」
に
関
わ
る

問
題
と
し
て
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
羯
南
の
姿
勢
が
明
ら
か
で
あ
る）

11
（

。

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
羯
南
の
議
論
を
支
え
た
情
報
源
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
論
説
「
軍
気
説
」
の
議
論
は
、
①
ラ
ベ
ン
ナ
が
千
島
遭
難
者

の
救
出
に
消
極
的
で
あ
っ
た
、
②
ラ
ベ
ン
ナ
が
事
故
早
々
に
現
場
海
域

を
離
脱
し
た
と
い
う
二
つ
の
情
報
に
基
づ
い
て
立
論
さ
れ
て
い
た
が
、

そ
の
よ
う
な
情
報
の
出
所
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
。『
日
本
』
を
は
じ

め
と
す
る
中
央
紙
の
報
道
で
は
、
と
り
わ
け
事
件
が
地
方
で
発
生
し
た

場
合
、
特
派
員
や
各
地
の
契
約
通
信
員
に
よ
る
電
報
が
重
要
な
取
材
手

段
で
あ
っ
た
が
、
電
報
の
利
用
料
は
未
だ
高
額
で
あ
り
、
い
き
お
い
電

文
は
短
く
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
た
め
精
彩
あ
る
記
事
作
成
の
た

め
活
用
さ
れ
た
の
が
地
域
紙
で
あ
っ
た
。

　
「
千
島
艦
沈
没
の
事
に
付
吾
人
が
最
も
知
ら
ん
と
欲
す
る
所
の
も
の

は
其
当
時
の
実
況
な
り
」
と
の
関
心
に
応
え
る
べ
く）

1（
（

、『
日
本
』
は

一
八
九
二
年
一
二
月
五
日
よ
り
『
海
南
新
聞
』『
愛
媛
新
報
』
の
記
事

転
載
を
始
め
て
い
る
。
こ
れ
は
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
で
も
同
様
で
あ

る
。
中
央
紙
は
地
域
紙
の
記
事
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
事
故
現
場
に
ほ

ど
近
い
堀
江
村
の
開
業
医
永
井
雅
郎
の
活
躍
や
同
村
長
門
屋
履
徳
の
尽

力
と
い
っ
た
地
域
住
民
の
救
援
活
動
の
様
子
、
ま
た
松
山
市
中
の
人
力

車
が
堀
江
村
や
三
津
浜
町
に
集
中
し
た
と
い
う
挿
話
な
ど
、
ロ
ー
カ
ル

で
は
あ
る
が
現
場
を
彷
彿
と
さ
せ
る
光
景
を
描
写
し
、
全
国
に
報
道
し

え
た
。
そ
し
て
重
要
な
の
は
、
転
載
さ
れ
た
地
域
紙
の
記
事
に
は
個
別

具
体
的
な
「
実
況
」
だ
け
で
は
な
く
、
地
域
紙
に
よ
る
事
実
に
対
す
る

「
評
価
」
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

　

既
述
の
よ
う
に
一
八
九
二
年
一
二
月
六
日
付
『
日
本
』
は
、
い
ち
早

く
事
故
現
場
に
駆
け
つ
け
ラ
ベ
ン
ナ
に
乗
船
し
た
堀
江
村
役
場
書
記
野

本
岩
五
郎
の
談
話
を
二
日
付
『
愛
媛
新
報
』
記
事
を
用
い
て
報
道
し

た
。
そ
こ
で
は
遭
難
者
に
対
す
る
ラ
ベ
ン
ナ
の
待
遇
に
つ
い
て
次
の
よ



一
〇

う
に
紹
介
さ
れ
て
い
る）

11
（

。

　
　

斯
の
如
く
ラ
ヴ
エ
ン
ナ
は
千
島
の
沈
没
を
報
せ
さ
る
の
み
な
ら

す
、
生
存
者
十
六
名
に
対
し
て
は
上
記
の
如
く
僅
に
肌
を
か
く
す

迄
の
物
を
与
へ
た
る
の
み
か
少
し
の
火
気
さ
へ
与
へ
す
。
剰
へ
其

遭
難
者
を
該
船
に
引
取
る
や
該
船
の
医
師
は
唯
だ
鏑
木
大
尉
と
土

山
少
尉
に
膏
薬
を
貼
す
る
位
の
極
め
て
粗
末
な
る
手
当
を
な
し
、

水
兵
に
至
て
は
省
み
る
処
な
く
一
貝
の
膏
薬
さ
へ
与
へ
さ
り
し
の

み
な
ら
す
、
碇
泊
中
拱
手
す
る
人
物
の
多
き
に
拘
は
ら
ず
一
人
の

介
抱
人
さ
へ
付
せ
ず
。
其
の
遭
難
者
に
対
す
る
待
遇
は
実
に
冷
淡

を
極
め
、
生
存
者
の
一
人
な
る
仏
蘭
士
人
イ
ノ
氏
の
如
き
も
一
時

も
此
の
船
に
居
る
こ
と
を
好
ま
す
と
云
ひ
居
た
れ
は
、
ノ
ル
マ
ン

ト
ン
の
こ
と
さ
へ
想
ひ
出
で
切
歯
に
堪
へ
さ
り
し
と
。
以
上
は
野

本
氏
の
昨
朝
本
社
〔
松
山
市
の
愛
媛
新
報
社
─
引
用
者
註
〕
に

来
り
涙
を
流
し
て
物
語
り
し
処
な
り

　

右
の
引
用
文
は
『
日
本
』
紙
面
で
は
す
べ
て
圏
点
が
打
た
れ
て
お

り
、
特
に
「
遭
難
者
」「
待
遇
」
は
特
大
活
字
で
刷
ら
れ
て
い
る
。
ノ

ル
マ
ン
ト
ン
号
事
件
（
一
八
八
六
年
）
と
い
う
象
徴
的
な
出
来
事
を
読

者
に
想
起
さ
せ
「
国
民
的
精
神
」
に
訴
え
よ
う
と
す
る
『
日
本
』
の
報

道
意
図
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
な
お
同
じ
紙
面
で
は
『
海
南

新
聞
』
記
事
も
「
ラ
ヴ
ェ
ン
ナ
号
の
救
助
は
緩
慢
な
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
の
強
調
点

付
き
で
引
用
さ
れ
て
い
る）

11
（

。

　
『
日
本
』
は
『
愛
媛
新
報
』
や
『
海
南
新
聞
』
記
事
の
利
用
に
際
し

て
恣
意
的
に
内
容
を
改
変
し
た
の
で
は
な
い
。
当
該
期
の
紙
面
が
利
用

で
き
る
『
海
南
新
聞
』
を
見
る
と
、
同
紙
は
事
故
の
発
生
直
後
よ
り

「
レ
ベ
ー
ナ
号
か
救
助
に
頗
冷
淡
な
り
し
に
相
違
な
し
」「
英
船
は
遁
け

帰
り
し
な
り
」
と
い
っ
た
見
出
し
を
掲
げ
、
ラ
ベ
ン
ナ
は
千
島
乗
員
の

救
助
に
消
極
的
で
あ
り
、
日
本
側
の
調
査
に
も
非
協
力
的
で
あ
る
と
い

う
論
調
を
展
開
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る）

11
（

。
ま
た
『
愛
媛
新
報
』

に
つ
い
て
も
、
愛
媛
新
報
社
の
御
手
洗
忠
孝
は
一
二
月
六
日
に
松
山
市

の
新
栄
座
で
二
五
〇
〇
人
を
集
め
開
催
さ
れ
た
「
民
党
政
談
大
演
説

会
」
で
「
千
島
艦
の
沈
没
」
と
い
う
題
目
を
掲
げ
、

　
　

内
に
剛
に
外
に
柔
に
所
謂
陰
弁
慶
な
る
藩
閥
政
府
が
仏
国
に
注
文

せ
し
千
島
艦
な
れ
ば
、
英
商
船
と
衝
突
し
て
忽
ち
破
砕
せ
し
も
偶

然
に
あ
ら
ず
。
何
と
な
れ
ば
我
国
の
外
交
が
常
に
其
の
方
針
を
誤

り
居
る
う
へ
、
狡
猾
な
る
赤
髭
奴
は
日
本
政
府
を
馬
鹿
に
せ
り
、

否
な
日
本
国
民
を
馬
鹿
に
せ
り
。
馬
鹿
に
さ
れ
し
日
本
政
府
が
注

文
せ
し
軍
艦
な
る
が
故
に
二
十
二
海
里
の
注
文
も
僅
か
に
十
九
海

里
の
千
島
艦
に
て
あ
り
し
故
に
、
完
全
な
る
軍
艦
を
製
造
し
国
防

を
厳
に
せ
ん
と
せ
ば
民
党
の
方
針
に
拠
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず

　

と
、「
内
に
剛
に
外
に
柔
」
な
第
二
次
伊
藤
内
閣
、
そ
し
て
「
狡
猾

な
る
赤
髭
奴
」
の
態
度
を
批
判
し
て
い
た）

15
（

。

　

す
な
わ
ち
ラ
ベ
ン
ナ
の
過
失
責
任
で
は
な
く
道
義
的
責
任
を
焦
点
化

し
、
そ
れ
を
政
府
批
判
へ
と
結
び
つ
け
る
と
い
う
『
海
南
新
聞
』『
愛

媛
新
報
』
の
議
論
は
中
央
紙
に
先
行
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
対

外
硬
派
の
メ
デ
ィ
ア
は
、
地
域
紙
の
記
事
か
ら
事
故
の
「
実
況
」
に
関

す
る
情
報
を
抽
出
す
る
過
程
に
お
い
て
「
ノ
ル
マ
ン
ト
ン
号
事
件
を
彷



「
千
島
艦
事
件
」
再
考

一
一

彿
と
さ
せ
る
イ
ギ
リ
ス
側
の
非
道
」
と
い
っ
た
議
論
を
も
摂
取
す
る
こ

と
で
、「
国
民
的
精
神
」
─
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
喚
起
と
い
う
目
的

に
適
合
的
な
事
件
と
し
て
「
千
島
艦
事
件
」
を
造
型
し
て
い
く
端
緒
を

掴
ん
だ
。
こ
の
よ
う
に
検
出
さ
れ
た
中
央
紙
・
地
域
紙
間
に
お
け
る
連

鎖
的
な
言
説
空
間
の
形
成
は
、
当
該
期
の
対
外
硬
運
動
が
「
中
央
」
政

局
の
「
地
方
」
へ
の
影
響
と
い
う
一
方
向
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
日
本

列
島
社
会
内
の
諸
地
域
間
で
共
振
的
に
進
展
し
、「
地
方
」
発
の
情
報

が
「
中
央
」
の
政
治
動
向
を
規
定
す
る
ケ
ー
ス
も
存
在
し
た
こ
と
を
鮮

や
か
に
示
し
て
い
る
。

三　

社
会
的
意
思
表
示
へ
の
欲
求

　

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
『
海
南
新
聞
』『
愛
媛
新
報
』
は
事
故
後
い
ち
早

く
ラ
ベ
ン
ナ
批
判
の
論
調
を
展
開
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
検
証
す
べ
き

は
地
域
紙
報
道
の
背
後
に
存
在
し
た
人
び
と
の
意
識
形
態
と
、
そ
の
形

成
過
程
で
あ
る
。

　

千
島
の
乗
員
九
〇
人
の
う
ち
、
救
出
さ
れ
た
の
は
一
六
人
で
あ
っ

た
。
事
故
当
日
の
救
援
活
動
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
は
、

一
八
八
九
年
に
堀
江
村
長
門
屋
履
徳
ら
に
よ
り
開
設
さ
れ
た
私
設
水
難

救
済
所
で
あ
る）

11
（

。
ラ
ベ
ン
ナ
に
収
容
さ
れ
た
生
存
者
は
同
所
の
手
に
よ

り
門
屋
宅
に
移
送
さ
れ
、
堀
江
村
の
開
業
医
永
井
雅
郎
が
応
急
手
当
を

加
え
た
。
彼
ら
は
愛
媛
県
立
病
院
長
谷
口
長
雄
の
診
察
を
経
て
海
路
三

津
浜
町
に
移
さ
れ
、
う
ち
最
重
傷
者
は
松
山
市
街
と
三
津
浜
町
を
結
ぶ

伊
予
鉄
道
に
て
陸
軍
衛
戍
病
院
に
搬
送
さ
れ
た
。
な
お
残
る
重
傷
者

は
三
津
浜
の
久
保
田
回
漕
店
で
、
軽
傷
者
は
高
浜
（
和
気
郡
新
浜
村
、

現
・
松
山
市
）
に
て
そ
れ
ぞ
れ
療
養
と
な
っ
た）

11
（

。

　

ま
た
風
早
郡
河
野
村
な
ど
現
場
海
域
の
沿
岸
部
に
は
千
島
乗
員
の
遺

品
漂
着
が
相
次
ぎ
、
勝
間
田
稔
県
知
事
は
訓
令
で
鄭
重
な
取
扱
い
と
三

津
浜
に
設
け
ら
れ
た
県
臨
時
出
張
所
へ
の
護
送
を
命
じ
て
い
る）

18
（

。
現
場

対
応
は
一
二
月
初
旬
に
は
一
段
落
し
た
が
、
行
方
不
明
者
の
捜
索
は
続

い
た
。
和
気
郡
新
浜
村
、
同
堀
江
村
、
風
早
郡
忽
那
島
、
新
居
郡
新
居

浜
村
な
ど
沿
岸
各
地
の
漁
業
従
事
者
が
捜
査
協
力
を
申
し
出
た
が
、
結

局
遺
体
発
見
は
二
例
に
と
ど
ま
っ
た）

19
（

。

　

右
の
よ
う
に
、
事
故
対
応
に
は
現
場
周
辺
の
住
民
組
織
や
漁
業
従
事

者
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
直
接
的
な
体
験

が
、
彼
ら
・
彼
女
ら
が
「
千
島
艦
事
件
」
の
展
開
に
関
心
を
寄
せ
る
契

機
と
な
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
間
接
的
な
か
た
ち
で

は
あ
る
が
、
よ
り
広
範
囲
の
人
び
と
が
「
千
島
艦
事
件
」
に
関
わ
る
こ

と
の
で
き
る
イ
ベ
ン
ト
も
存
在
し
た
。
そ
の
一
つ
が
新
聞
社
に
よ
る
義

捐
金
募
集
で
あ
る
。

　

大
規
模
な
事
故
や
災
害
発
生
時
の
義
捐
金
募
集
は
、
一
八
八
六
年
の

ノ
ル
マ
ン
ト
ン
号
事
件
を
契
機
に
定
着
し
た
と
さ
れ
る）

11
（

。
今
回
の
場

合
、
千
島
乗
組
員
の
遺
家
族
救
済
を
目
的
と
す
る
全
国
的
な
義
捐
金
は

日
本
海
員
掖
済
会
（
八
〇
年
設
立
）
が
九
二
年
一
二
月
一
日
に
募
集
を

開
始
し
、
そ
の
後
東
京
発
行
の
中
央
紙
一
六
社
が
参
加
す
る
形
式
で
実

施
さ
れ
た
（
九
三
年
一
月
一
〇
日
締
切
）。
紙
面
に
掲
載
さ
れ
た
呼
び



一
二

か
け
文
は
次
の
通
り
で
あ
る）

1（
（

。

　
　

帝
国
新
造
軍
艦
千
島
号
、
十
一
月
三
十
日
伊
予
国
堀
江
沖
に
於
て

沈
没
、
乗
組
員
中
生
存
す
る
者
僅
か
に
十
余
名
に
過
き
す
と
云

ふ
。
驚
愕
痛
惜
誠
に
禁
へ
す
。
殊
に
乗
組
諸
士
ハ
、
仏
国
解
纜
後

千
辛
万
苦
を
風
波
千
畳
の
間
に
送
り
、
今
や
将
に
横
浜
に
廻
着
、

征
衣
を
釈
ん
と
す
る
に
際
し
、
不
幸
に
も
此
奇
難
に
遭
ふ
。
誰
か

之
を
悼
ま
ざ
ら
ん
や
。
依
て
茲
に
江
湖
有
志
諸
君
に
謀
り
義
捐
金

を
募
集
し
以
て
聊
か
此
不
幸
を
弔
慰
せ
ん
と
欲
す
。
冀
く
バ
多
少

に
拘
は
ら
ず
義
捐
金
を
寄
せ
我
輩
発
起
の
微
衷
を
賛
助
さ
ら
れ
ん

こ
と
を

　

義
捐
金
の
受
付
は
日
本
海
員
掖
済
会
（
本
部
及
各
地
支
部
海
員
寄

宿
所
）、
日
本
郵
船
会
社
・
大
阪
商
船
会
社
（
本
店
及
各
地
支
店
出
張

所
代
理
店
）、
東
京
海
上
保
険
会
社
（
本
店
及
各
地
代
理
店
）、
三
菱

社
（
本
店
及
各
地
支
店
造
船
所
炭
坑
事
務
所
）
と
な
っ
て
お
り
、
各
新

聞
社
に
直
接
義
捐
金
を
送
付
し
て
い
た
ノ
ル
マ
ン
ト
ン
号
事
件
時
の
対

応
と
比
べ
る
と
集
金
事
務
の
能
率
化
が
図
ら
れ
て
い
る
。
同
時
に
、
右

引
用
文
に
加
害
者
た
る
イ
ギ
リ
ス
側
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
な
い
よ
う

に
─
こ
れ
は
報
道
開
始
時
に
お
け
る
中
央
紙
の
論
調
が
抑
制
的
で

あ
っ
た
こ
と
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
─
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
感
情
を
掻
き

立
て
読
者
層
の
拡
大
と
組
織
化
を
図
ろ
う
と
す
る
メ
デ
ィ
ア
・
イ
ベ
ン

ト
と
し
て
の
性
格
は
逆
に
薄
ま
っ
て
い
る）

11
（

。

　

他
方
で
事
故
の
発
生
地
で
あ
る
愛
媛
県
内
で
の
義
捐
金
募
集
は
、
海

南
新
聞
社
と
愛
媛
新
報
社
、
お
よ
び
日
本
赤
十
字
社
愛
媛
支
部
、
卯
之

町
通
信
社
の
合
同
企
画
と
し
て
一
八
九
二
年
一
二
月
二
日
に
発
表
さ
れ

た
。
期
限
は
一
二
月
二
〇
日
、
一
口
一
〇
銭
以
上
と
の
条
件
で
あ
り
、

最
終
的
に
は
三
八
八
円
三
六
銭
八
厘
を
集
め
て
海
軍
省
へ
送
付
さ
れ

た）
11
（

。
募
集
広
告
に
掲
載
さ
れ
た
呼
び
か
け
文
は
、
以
下
の
よ
う
に
具
体

的
に
事
故
状
況
の
悲
惨
さ
を
描
写
し
加
害
者
名
も
明
示
す
る
な
ど
、
日

本
海
員
掖
済
会
・
中
央
紙
の
企
画
と
比
べ
、
読
者
の
感
情
に
訴
え
よ
う

と
す
る
意
図
が
強
く
示
さ
れ
て
い
る）

11
（

。

　
　

帝
国
軍
艦
千
島
号
は
、
曩
き
に
明
治
二
十
二
年
仏
国
ロ
ワ
ー
ル
会

社
に
起
工
し
四
ヶ
年
の
日
子
を
費
し
て
漸
く
功
を
竣
た
る
も
の
な

り
。
這
回
香
港
・
長
崎
を
経
て
品
海
へ
廻
航
の
途
中
、
十
一
月

三
十
日
未
明
本
県
和
気
郡
興
居
島
と
風
早
郡
睦
月
島
と
の
中
間
、

堀
江
沖
に
於
て
英
国
ピ
ー
オ
ー
会
社
飛
脚
船
ラ
ベ
ー
ナ
号
と
衝
突

し
、
霹
靂
一
声
帆
檣
折
れ
船
体
砕
け
俄
然
千
尋
の
海
底
に
沈
没
し

了
り
、
咄
嗟
の
間
救
助
の
手
洽
ね
か
ら
ず
し
て
乗
組
総
員
九
十
名

の
内
九
死
に
一
生
を
得
た
る
も
の
僅
か
に
十
六
名
、
他
は
悉
く
鮫

鰐
鯨
鱶
の
腹
中
に
葬
ら
れ
た
り
。
嗚
呼
誰
が
吾
国
干
城
の
将
校
・

水
夫
を
惜
ま
さ
ら
ん
。
嗚
呼
誰
れ
か
此
惨
憺
た
る
同
胞
の
最
期
を

哀
ま
さ
ら
ん
。
若
し
夫
れ
溺
死
者
遺
族
の
心
情
を
推
度
せ
ば
転
々

摧
膓
の
至
り
に
勝
へ
ざ
る
な
り
。
是
を
以
て
本
社
等
他
に
率
先

し
、
左
の
方
法
に
拠
り
江
湖
博
愛
の
士
よ
り
普
く
義
捐
金
を
募
集

し
、
聊
か
遺
族
に
同
情
を
表
せ
ん
と
す
。
希
く
は
賛
成
さ
ら
れ
ん

こ
と
を

　

そ
れ
で
は
、
い
か
な
る
人
び
と
が
こ
の
よ
う
な
呼
び
か
け
に
応
じ
た



「
千
島
艦
事
件
」
再
考

一
三

の
か
。
一
二
月
三
日
〜
二
八
日
付
『
海
南
新
聞
』
に
は
拠
金
者
名
と
金

額
が
逐
次
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
事
件
へ
の
関
心
の
拡
が
り
を
確
認
す
る

た
め
に
、
掲
載
日
順
に
拠
金
件
数
、
金
額
、
地
域
別
件
数
、
顕
著
な
拠

金
者
・
集
団
の
概
要
を
ま
と
め
た
も
の
が
表
２
で
あ
る
。
ま
ず
時
系
列

で
件
数
と
空
間
的
な
拡
が
り
を
見
る
と
、
松
山
市
と
同
市
に
接
続
す
る

郡
部
か
ら
始
ま
っ
た
拠
金
の
動
き
は
、
愛
媛
県
東
部
（
東
予
）、
そ
し

て
南
部
（
南
予
）
の
順
に
拡
大
し
て
い
る
。
こ
れ
は
松
山
市
に
て
印
刷

さ
れ
る
『
海
南
新
聞
』『
愛
媛
新
報
』
の
到
達
速
度
や
、
各
地
か
ら
松

山
へ
郵
便
為
替
や
現
金
書
留
を
用
い
た
送
金
の
速
度
に
比
例
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
愛
媛
県
外
か
ら
の
拠
金
は
、
日
本
赤
十
字
社

愛
媛
支
部
を
通
じ
た
大
倉
組
広
島
支
店
の
賀
田
金
三
郎
（
六
日
掲
載
、

一
〇
円
）
ほ
か
岡
山
と
徳
島
か
ら
の
二
例
（
九
日
掲
載
）
し
か
な
い
。

　

次
に
金
額
を
検
討
す
る
と
、
官
吏
や
名
望
家
が
加
入
す
る
名
誉
職

の
色
彩
が
強
い
赤
十
字
社
員
を
除
く
と
、
個
人
で
二
円
以
上
を
拠
金

し
た
例
は
、
先
述
の
賀
田
金
三
郎
の
他
に
は
伊
予
郡
郡
中
町
（
現
・

伊
予
市
）
の
奥
島
秀
三
郎
（
二
円
）、
新
居
郡
中
萩
村
（
現
・
新
居
浜

市
）
の
実
業
家
で
一
八
九
八
年
に
は
貴
族
院
多
額
納
税
者
議
員
に
選
出

さ
れ
る
飯
尾
麟
太
郎
（
五
円
）
に
限
ら
れ
る
。
赤
十
字
社
員
で
は
県
知

事
勝
間
田
稔
（
愛
媛
支
部
長
・
名
誉
社
員
、
一
〇
日
掲
載
）
が
三
円
で

あ
り
、
そ
れ
以
上
は
五
円
を
拠
出
し
た
宇
摩
郡
松
柏
村
（
現
・
四
国
中

央
市
）
の
大
地
主
で
あ
る
森
実
弘
（
五
円
、
一
三
日
掲
載
）
の
み
で
あ

る
。
そ
し
て
高
額
拠
金
者
は
募
集
期
間
の
前
半
に
集
中
し
て
お
り
、
後

半
は
赤
十
字
社
員
を
含
め
一
円
以
下
の
拠
金
が
続
く
傾
向
に
あ
る
。

　

拠
金
集
団
で
目
立
つ
の
は
小
学
校
職
員
・
生
徒
や
官
公
庁
、
町
村
役

場
、
警
察
、
病
院
と
い
う
単
位
で
あ
る
が
、
一
方
で
件
数
や
金
額
は
少

な
い
も
の
の
青
年
結
社
や
学
習
・
修
養
団
体
（
西
条
同
誓
会
、
西
条
青

年
義
会
、
実
用
英
語
学
校
、
北
予
英
学
舎
、
越
智
郡
栄
女
子
矯
風
会
、

伊
予
学
友
会
、
東
宇
和
郡
魚
成
村
有
終
学
舎
）、
慈
善
救
療
結
社
で
あ

る
松
山
同
愛
社
の
存
在
も
目
を
惹
く
。
ま
た
宗
教
団
体
で
は
松
山
基
督

教
会
、
松
山
美
以
美
（
メ
ソ
ジ
ス
ト
）
教
会
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
系

ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
で
あ
る
私
立
松
山
女
学
校
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教

諸
派
、
そ
し
て
教
派
神
道
の
神
宮
教
愛
媛
本
部
に
よ
る
拠
金
が
確
認
で

き
る
。
逆
に
仏
教
や
神
社
神
道
の
名
は
無
い
が
、
こ
れ
ら
は
義
捐
金
の

拠
出
で
は
な
く
次
に
検
討
す
る
追
悼
法
要
や
慰
霊
祭
の
開
催
主
体
と
し

て
社
会
的
に
存
在
感
を
示
し
て
い
た
。
さ
ら
に
会
社
・
商
店
や
商
業
団

体
、
親
睦
団
体
な
ど
（
新
立
現
米
取
引
会
社
、
大
洲
銀
行
、
松
山
商
業

倶
楽
部
、
小
町
倶
楽
部
、
伊
予
尋
常
中
学
同
窓
会
）
の
件
数
も
少
な
い

が
、
例
え
ば
後
述
す
る
よ
う
に
今
治
商
業
倶
楽
部
は
独
自
に
義
捐
金
を

募
集
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
存
在
は
閑
却
視
し
え
な
い
。

　

一
二
月
一
三
日
か
ら
下
浮
穴
郡
東
方
尋
常
小
学
校
生
徒
中
な
ど
児
童

生
徒
に
よ
る
拠
金
が
登
場
す
る
の
は
、
学
校
単
位
で
の
集
金
に
時
間
を

要
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
同
じ
く
一
三
日
か
ら
は
風
早
郡
浅
海
村
、
喜

多
郡
柴
村
、
温
泉
郡
味
生
村
と
行
政
村
単
位
で
の
拠
金
も
掲
載
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
（
表
３
）、
以
降
と
り
わ
け
募
集
締
切
り
間
際
に
村
に
よ

る
拠
金
が
集
中
し
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
二
三
日
と
二
四
日
に
日
本
赤
十

字
社
愛
媛
支
部
の
各
郡
委
員
部
名
に
よ
る
大
規
模
な
拠
金
が
集
中
し
た



一
四

掲載日 件数 金額（円）
地域別件数

主な拠金者・集団⑵
中予 南予 東予 その他・

不明⑴
12月３日 10 11.784 7 2 0 1 中学校生徒（1人）、私立松山女学校教員生徒（1.581円）

12月４日 29 30.075 27 0 0 2
愛媛県尋常師範学校職員中（５円）、愛媛大林区職員一同（５円）、松
山基督教会（1.115円）、松山同愛社（（1円）、風早郡河野尋常小学校職
員一同、風早郡河野村役場吏員（7人）、奥島秀三郎（2円）

12月６日 34 13.900 23 10 1 0
松山病院職員中（4円）、新立現米取引会社（2円）、松山市真野商店
員（５人）、喜多郡大洲町大洲銀行（2人）、西条同誓会員・西条青年
義会員（1人）

12月７日 18 46.440 13 0 1 4
日本赤十字社（4人、（1円）、神宮教愛媛本部（2円）、松山地方裁判
所並同検事局及管内各裁判所並同検事局職員中（11円）、久米郡石井
村尋常小学校職員中、三津尋常小学校職員中、粟井尋常小学校職員中、
越智野間郡今治高等小学校職員中（3円）

12月８日 27 10.966 16 8 3 0
実用英語学校生徒、松山基督教会、松山美以美教会有志、伊予郡北伊
予村尋常高等小学校職員中、伊予郡北伊予村役場吏員中、東宇和郡役
所内郡長及吏員中（2円）、南宇和郡御庄小林区署員中

12月10日 83 42.174 6 2 32 43
日本赤十字社（1（人、11.1円）、宇和島尋常小学校職員中、飯尾麟太郎
（５円）、二神深蔵（南宇和郡城辺村111戸分代理送付）、上分尋常小学
校職員中

12月11日 28 17.060 21 0 1 6 日本赤十字社（6人、9円）、下浮穴郡東方小学校生徒中

12月13日 83 29.602 71 4 8 9
日本赤十字社（9人、9.1円 内５円は森実弘）、伊予郡北山崎村尋常小
学校生徒中・同職員中、下浮穴郡森松尋常小学校（19人）、愛媛県庁警
察部有志者、風早郡西仲島村村会議員中（3円）・同役場吏員中、愛媛
県庁内（11人）、新居郡西条監獄支署吏員一同

12月14日 106 19.970 58 1 10 37 日本赤十字社（1人）、松山商業倶楽部有志（11人、（1円）、南宇和郡
城辺分署及駐在所員

12月16日 65 12.073 15 36 0 14
北予英学舎有志中、下浮穴郡浮穴村村役場吏員中、卯之町警察署（（1
人）、卯之町警察署野村分署（（1人）、東宇和郡中川尋常小学校職員（3
人）・同小学校生徒（51人）、東宇和郡明間尋常小学校職員（1人）・同
小学校生徒中

12月17日 82 29.663 14 8 14 46

日本赤十字社（11人、11円）、下浮穴郡宮内尋常小学校職員（1人）・
同小学校生徒（51人）、風早郡東中島第二尋常小学校教員生徒中、越智
郡盛尋常小学校職員及生徒（18人）、越智郡盛女子矯風会、下浮穴郡井
門尋常小学校生徒（19人）、伊予学友会員（6人）、越智郡今治直税間
税分署（（1人）、喜多郡田所村尋常小学校職員・同小学校四学年生徒中

12月18日 81 15.550 35 24 19 3
風早郡東中島村役場吏員（4人）、風早郡西仲島村宇和間小学校職員
（1人）・同村吉木小学校職員（1人）、越智郡生名尋常小学校職員生徒
中、越智郡宮窪村役場吏員（５人）、松山高等小学校職員中（1.5円）

12月20日 39 11.890 9 10 20 0 宇摩郡別子山高等尋常小学校職員一同、周布郡小松警察署員一同（2
円）、伊予尋常中学同窓会

12月21日 95 24.125 68 8 19 9

日本赤十字社（9人）、宇和島監獄支署員総代、今治警察署警部巡査雇
及菊間分署宮浦分署警部巡査（3円）、喜多郡五城村高等小学校職員
（1人）、宇摩郡津根尋常小学校職員中・同小学校生徒中、喜多郡大洲
警察署員（2人）、八幡浜直税間税分署員（（1人）、新居郡橘村村役場
吏員（５人）、東宇和郡魚成村有終学舎、祝谷村駆黴院職員中、風早郡
粟井村有志者中（1.11円）、古町倶楽部（（1人）

12月22日 95 26.316 3 12 58 22

日本赤十字社（11人、1.1円）、松山監獄署員一同（（（.（5円）、越智郡
上弓削尋常小学校職員・同生徒中、越智郡下弓削尋常小学校職員（2
人）、越智郡出海尋常小学校職員中、越智郡宗方尋常小学校訓導（2
人）、越智郡口総尋常小学校訓導（2人）、越智郡岡山村役場吏員中、
越智郡岡山尋常小学校訓導（2人）、野間郡小西尋常小学校職員（2
人）・生徒（91人）

12月23日 128 21.860 26 1 1 100 日本赤十字社越智野間郡委員部（98人、（1.1円）、庄内尋常小学校職員
中、岩松警察分署各駐在所員

12月28日 97 23.540 3 0 10 84 日本赤十字社（81人、1（.（5円）、越智郡瀬戸崎村役場吏員（５人）、越
智郡瀬戸崎尋常小学校職員（4人）、新居郡神郷村有志者

総計⑶ 1100 388.368 415 126 197 380

表２　海南新聞社・愛媛新報社による義捐金募集

註：⑴その他・不明には赤十字社募集分を含む。⑵金額は2円以上、人数は判明する場合に記載。ただし2円以下でも所属が
明らかな場合は採録。行政村単位での集団拠金は表3に掲出のため省略。⑶各小計・総計金額は史料上の数値。ただし総計
は実際の合計金額（181円98銭8厘）と合致しない。

出典：『海南新聞』（891年（1月の各義捐金拠出者一覧記事。
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行
政
村
、
会
社
と
い
っ
た
近
代
に
形
成
さ
れ
た
社
会
集
団
に
基
づ
き
集

金
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
な
ら
ば
、
自
発
的
な
拠
金
に
せ
よ

所
属
す
る
集
団
に
よ
る
（
半
ば
強
制
的
な
）
集
金
に
せ
よ
、
な
ぜ
人
び

と
は
義
捐
金
の
募
集
に
応
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
動
機
を
考
え
る
う

え
で
興
味
深
い
の
は
、
実
に
頻
繁
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
拠
金
者
氏
名
の

訂
正
記
事
の
存
在
で
あ
る
。
明
ら
か
に
人
び
と
は
紙
面
に
載
っ
た
自
ら

の
名
前
を
丹
念
に
確
認
し
て
お
り
、
必
要
と
あ
ら
ば
訂
正
を
求
め
る
手

間
を
惜
し
ん
で
い
な
い
。

　

義
捐
金
の
拠
出
と
い
う
行
為
に
は
、
社
会
的
事
件
の
一
端
に
連
な
る

こ
と
で
日
常
の
生
活
圏
を
超
え
た
国
家
へ
の
共
属
意
識
を
育
む
と
い
う

効
果
を
指
摘
で
き
る
。
の
み
な
ら
ず
メ
デ
ィ
ア
・
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
の

義
捐
金
募
集
に
は
、
人
び
と
の
社
会
的
意
思
表
示
へ
の
欲
求
を
掘
り
起

こ
し
、
か
き
立
て
る
側
面
も
あ
っ
た
。
官
公
吏
や
地
方
名
望
家
の
場

合
、
拠
出
金
額
は
社
会
的
地
位
の
表
象
と
な
り
、
国
家
に
対
す
る
忠
誠

心
を
示
す
手
段
で
も
あ
っ
た
。

　

し
か
し
例
え
「
官
員
」
や
「
名
士
」
で
な
く
と
も
、
最
低
金
額
で
あ

る
一
〇
銭
を
出
し
さ
え
す
れ
ば
職
業
や
社
会
的
地
位
に
関
わ
ら
ず
県
知

事
と
同
列
で
氏
名
や
住
所
、
所
属
組
織
が
新
聞
に
掲
載
さ
れ
、
遺
家
族

へ
の
同
情
心
や
「
国
民
」
と
し
て
の
公
共
心
、
ひ
い
て
は
「
愛
国
心
」

を
表
明
で
き
る
の
で
あ
る
。
拠
金
者
は
仮
名
を
用
い
る
こ
と
も
あ
っ
た

が
、
例
え
ば
海
南
新
聞
社
・
愛
媛
新
報
社
の
企
画
に
義
捐
金
を
寄
せ
た

「
森
松
憤
昂
生
」（
一
三
日
掲
載
）
の
名
付
け
は
強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
を

帯
び
て
い
る
。

表３　行政村を単位とする集団拠金

12月10日 南宇和郡城辺村

12月13日 風早郡浅海村、喜多郡柴村、温泉郡味生村

12月14日 新居郡西条町、喜多郡新谷村

12月18日
喜多郡宇和川村、同郡五城村、桑村郡三芳村、
下浮穴郡南吉井村、越智郡宮窪村、温泉郡朝美村、
同郡味生村

12月20日
宇摩郡賀茂村、西宇和郡町見村、越智郡西佐方村、
久米郡北吉井村、周布郡多賀村、下浮穴郡拝志村、
宇摩郡土居村

12月21日 新居郡橘村、和気郡興居島村、東宇和郡東多田駅

12月22日
越智郡弓削村、喜多郡出海村、越智郡宮浦村、
同岡山村

12月23日 和気郡興居島村、桑村郡庄内村

註：日付は紙面掲載日、配列は史料掲載順。
出典：『海南新聞』（891年（1月の各義捐金拠出者一覧記事。

こ
と
も
同
様
の
理
由
に
よ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

　

た
だ
し
、
例
え
ば
南
宇
和
郡
城
辺
村
で
は
一
戸
に
つ
き
三
厘
を
徴
収

し
、
村
長
二
神
深
蔵
が
計
四
六
三
戸
分
（
一
円
三
八
銭
九
厘
）
を
代
理

送
付
し
て
い
る
が
、
全
て
の
行
政
村
、
ま
た
小
学
校
が
こ
の
よ
う
に
組

織
的
な
集
金
を
行
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
表
２
と
表
３
に
示
さ
れ
た
よ

う
に
依
然
一
部
に
留
ま
っ
て
い
た
点
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る）

15
（

。
国
民

国
家
形
成
の
装
置
と
し
て
の
行
政
・
公
教
育
に
関
わ
る
諸
機
構
は
、
未

だ
完
全
に
地
域
社
会
に
根
を
下
ろ
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
も
以
上
の
募
集
結
果
は
、
個
人
拠
出
以
外
の
義
捐
金
が
旧
村

や
寺
社
と
い
っ
た
近
世
以
来
の
組
織
で
は
な
く
、
官
公
庁
や
小
学
校
、
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ま
た
、
越
智
郡
今
治
町
（
現
・
今
治
市
）
の
商
業
者
団
体
で
あ
る
今

治
商
業
倶
楽
部
は
、
一
二
月
三
日
よ
り
「
血
涙
ア
ル
同
胞
諸
君
」「
同

胞
博
愛
ノ
諸
士
」
へ
向
け
独
自
に
義
捐
金
の
募
集
を
開
始
し
た）

11
（

。『
海

南
新
聞
』
に
一
覧
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
拠
出
者
名
と
金
額
を
ま
と
め
た

表
４
を
見
る
と
、
当
時
今
治
町
長
で
あ
っ
た
村
上
芳
太
郎
（
一
八
九
四

年
衆
議
院
議
員
、
改
進
党
）
を
は
じ
め
、
大
阪
商
船
の
代
理
店
、
回
漕

店
、
ま
た
そ
れ
ら
に
所
属
す
る
通
船
と
い
う
港
湾
業
務
に
従
事
す
る
事

業
者
、
料
亭
と
思
わ
れ
る
旭
始
楼
や
延
忠
楼
、
さ
ら
に
は
越
智
野
間
両

郡
人
力
車
夫
中
ま
で
広
範
囲
な
社
会
階
層
が
名
を
連
ね
て
い
る
。
海
難

事
故
へ
の
関
心
を
義
捐
金
の
拠
出
に
よ
っ
て
示
す
こ
と
は
海
運
に
関
わ

る
自
ら
の
事
業
宣
伝
で
あ
る
と
と
も
に
、「
同
胞
」
へ
の
「
博
愛
」
を

表
示
す
る
手
段
で
も
あ
っ
た
。

　

社
会
的
意
思
表
示
へ
の
欲
求
は
、
相
次
ぐ
慰
霊
行
事
の
開
催
か
ら
も

確
認
さ
れ
る
。
最
も
早
い
の
は
一
二
月
五
日
に
開
催
さ
れ
た
松
山
市
法

龍
寺
で
の
曹
洞
宗
二
四
ヶ
寺
に
よ
る
追
弔
法
会
で
あ
り
、
以
降
は
和
気

郡
太
山
寺
、
温
泉
郡
常
信
寺
な
ど
が
続
い
た
。
ま
た
松
山
市
の
阿
沼
美

神
社
で
は
周
辺
六
郡
神
官
有
志
に
よ
る
招
魂
祭
が
開
催
さ
れ
た）

11
（

。
新
居

郡
の
前
上
寺
（
現
・
前
神
寺
）
住
職
阿
刀
良
雄
が
追
悼
法
会
を
開
く
に

あ
た
り
海
軍
省
へ
犠
牲
者
の
正
確
な
氏
名
等
を
問
い
合
わ
せ
た
事
例

は
、
宗
教
者
の
慰
霊
に
対
す
る
真
摯
な
態
度
を
示
し
て
い
よ
う）

18
（

。

　

他
方
で
、
慰
霊
行
事
は
主
催
者
の
社
会
的
存
在
意
義
を
ア
ピ
ー
ル
す

る
絶
好
の
機
会
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
義
捐
金
へ
の
参
加
で
は
な
く

慰
霊
行
事
の
主
催
を
選
択
し
た
仏
教
や
神
社
神
道
で
は
あ
る
が
、
行
事

内
容
は
従
来
の
形
式
の
踏
襲
に
留
ま
ら
な
か
っ
た）

19
（

。
関
係
す
る
官
公
吏

や
軍
人
は
も
ち
ろ
ん
、
一
般
客
の
参
加
を
促
す
た
め
に
、
慰
霊
行
事
に

は
「
余
興
」
が
積
極
的
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
事
故
現
場
に

近
い
和
気
郡
高
浜
で
開
催
さ
れ
た
招
魂
祭
（
一
二
月
一
〇
日
開
催
）
で

「
楽
隊
」
を
迎
え
る
計
画
が
立
て
ら
れ
た
の
は
そ
の
一
例
で
あ
り）

51
（

、「
は

じ
め
に
」
で
紹
介
し
た
桑
村
郡
壬
生
川
村
の
慰
霊
祭
で
も
花
火
と
ニ
ワ

カ
が
「
余
興
」
と
し
て
組
み
込
ま
れ
て
い
た
。

　

愛
媛
で
最
大
規
模
の
慰
霊
行
事
と
な
っ
た
三
津
浜
の
追
弔
会
（
一
二

月
二
〇
日
開
催
）
を
見
て
み
よ
う
。
発
起
人
は
松
山
市
の
仏
教
組
織
白

蓮
講
、
そ
し
て
海
軍
事
務
所
が
設
け
ら
れ
事
故
対
応
の
中
心
と
な
っ
た

久
保
田
回
漕
店
（
三
津
浜
）
で
あ
る）

5（
（

。
祭
事
執
行
は
神
官
と
各
宗
僧
侶

を
合
わ
せ
一
二
〇
名
、
開
催
に
あ
た
っ
て
は
旧
松
山
藩
主
久
松
家
（
五

円
）、
旧
大
洲
藩
主
加
藤
家
（
二
円
）、
そ
し
て
住
友
家
（
五
円
）
か
ら

祭
祀
料
が
寄
付
さ
れ
、
余
興
と
し
て
花
火
の
打
ち
上
げ
と
呉
か
ら
の
軍

楽
隊
招
請
も
計
画
さ
れ
て
い
た
。
当
日
は
雪
で
あ
っ
た
が
、
陸
海
軍
の

高
級
将
校
・
士
官
、
県
参
事
官
、
各
郡
長
、
松
山
市
助
役
、
ま
た
三
津

尋
常
小
学
校
教
員
・
生
徒
を
は
じ
め
「
参
拝
人
見
物
人
非
常
に
多
く
盛

ん
」
な
式
典
で
あ
っ
た
と
報
道
さ
れ
て
い
る）

51
（

。

　

こ
の
際
に
久
保
田
回
漕
店
前
の
浜
辺
で
朗
読
さ
れ
た
弔
詞
は
、
ラ
ベ

ン
ナ
に
つ
い
て
「
英
国
某
船
の
為
め
に
過
ら
れ
」
と
控
え
め
に
触
れ
る

の
み
で
あ
る
。
一
方
で
、「
は
じ
め
に
」
で
見
た
よ
う
に
約
一
年
後
の

同
地
で
開
催
さ
れ
た
一
周
年
祭
で
は
「
英
奴
」
と
の
表
現
が
用
い
ら
れ

て
い
た
。
そ
の
間
に
は
、
地
域
社
会
を
構
成
す
る
諸
階
層
・
集
団
が
経
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表４　今治商業倶楽部募集の義捐金拠出者

拠金者名 金額（円） 拠金者名 金額（円） 拠金者名 金額（円） 拠金者名 金額（円）

今治東浜仲仕中 1.000 八木熊治 0.100 池山春樹 0.100 片上政一 0.100 

村上芳太郎 0.300 吉忠回漕店 0.100 秋山徳造 0.100 竹内清治 0.100 

吉松仁平 0.300 順成舎回漕店 0.100 太田茂穂 0.100 梶田岩治 0.100 

八木守三郎 0.300 角熊回漕店通船中 0.100 河上周助 0.100 越智周作 0.100 

村上正平 0.300 角熊回漕店支店 0.100 村上熊治 0.100 宮崎長造 0.100 

阿部房太郎 0.300 青野嘉太郎 0.100 檜垣長平 0.100 池内代吉 0.100 

吉野イク 0.300 旭始楼 0.100 大野良助 0.100 矢野勝治 0.100 

馬越文太郎 0.300 延忠楼 0.100 越智幸吉外二名 0.100 八木繁太郎 0.100 

柳瀬シカ 0.300 山徳回漕店 0.100 山田村治 0.100 山田丹治 0.100 

深見萬之助 0.300 曽我回漕店 0.100 森田市治 0.100 高橋藤吉 0.100 

村上熊太郎 0.150 油重回漕店 0.100 神尾政吉 0.100 内海直次郎 0.100 

大阪商船会社今治
代理店通船中 0.240 武内団兵衛 0.100 岡村源吾 0.100 石丸郁太 0.100 

柳瀬儀三郎 0.200 石丸研一 0.100 越智政造 0.100 喜多川圍助 0.100 

宇佐見実太郎 0.200 片山直衛 0.100 正岡七重 0.100 玉井勝治 0.100 

田窪文治 0.200 富田宝三 0.100 冨永徳太郎 0.100 長井伸逸 0.100 

今村秀芳 0.200 橋本萬三郎 0.100 檜垣良太 0.100 増田尚平 0.100 

阿部平助 0.200 石田幸八 0.100 井原武助 0.100 檜垣寅吉 0.100 

阿部音五郎 0.200 吉松信文 0.100 沢田全八 0.100 菅藤七 0.100 

大阪商船会社今治
代理店 0.200 長野駒吉 0.100 青井増三郎 0.100 野間岩造 0.100 

小西芳太郎 0.150 内田財助 0.100 村上格造 0.100 白石重太郎 0.100 

秦徳三郎 0.150 成松弥十郎 0.100 木村鬼作 0.100 管鬼佐治 0.100 

檜垣大三郎 0.150 日岡元吉 0.100 藤吉伊平 0.100 前神峯太郎 0.100 

村上源助 0.150 青野章次郎 0.100 矢野信太郎 0.100 杉山亀治 0.100 

小沢常太郎 0.150 大智亦七 0.100 矢野萬助 0.100 松谷喜三郎 0.100 

三浦熊吉 0.150 渡辺広木 0.100 越智八百助 0.100 徳永宗治 0.100 

村上嘉作 0.150 高須徳太郎 0.100 竹本彦太郎 0.100 吉田実平 0.100 

矢野源治 0.150 箱崎餘四平 0.100 河上喜三郎 0.100 小原芳治 0.100 

曽我伊平 0.150 河合清三郎 0.100 八木亀太郎 0.100 阿部利三郎 0.100 

矢野用助 0.150 三木慶助 0.100 山田又助 0.100 宇野友治 0.100 

白石清一 0.150 久保正 0.100 砂田重宜 0.100 富田九平 0.100 

長島常一 0.150 阿部清平 0.100 長谷部太助 0.100 越智野間両郡人力
車夫中 1.500 

二神莞爾 0.150 阿部光之助 0.300 高山利平 0.100 小島鬼太郎 0.100 

角熊回漕店通船中 0.150 橋田熊次郎 0.100 森徳次郎 0.100 岡田六郎 0.100 

曽我回漕店通船中 0.120 竹内善助 0.100 石丸三 0.100 

総計　141件、20.11円森喜代治 0.100 八木ナミ 0.100 安永通寛 0.100 

杉山清治 0.100 半井晋吉 0.100 日野直三郎 0.100 

註：総計は実際の合計金額（20.01円）と合致しない。
出典：「千島号遭難義捐金」（『海南新聞』1892年12月9日）。



一
八

験
し
た
「
千
島
艦
事
件
」
が
あ
っ
た
。
地
域
紙
は
人
び
と
の
社
会
的
意

思
表
示
へ
の
欲
求
を
汲
み
と
り
、「
ノ
ル
マ
ン
ト
ン
号
事
件
」
と
い
う

ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
感
情
を
惹
起
す
る
記
号
を
用
い
て
事
件
へ
の
関
心
を
方

向
付
け
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
地
域
紙
報
道
に
も
導
か

れ
た
「
対
外
硬
」
言
説
が
人
び
と
の
意
識
の
社
会
的
表
現
と
し
て
選
択

さ
れ
る
こ
と
で
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
政
治
的
利
用
は
成
立
し
た
の
で

あ
る
。

　

お
わ
り
に

　

最
後
に
、
千
島
と
ラ
ベ
ン
ナ
の
衝
突
事
故
発
生
か
ら
約
一
年
後
、
第

二
次
伊
藤
博
文
内
閣
を
攻
撃
す
べ
く
「
千
島
艦
事
件
」
の
政
治
焦
点
化

を
図
っ
た
対
外
硬
派
に
よ
る
一
八
九
三
年
末
段
階
の
議
論
が
地
域
社
会

に
ど
の
よ
う
に
環
流
し
た
の
か
に
つ
い
て
、
愛
媛
県
の
事
例
を
用
い
て

改
め
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
事
故
責
任
を
め
ぐ
る
裁
判
で
論
点
と
な
っ

た
一
つ
は
現
場
海
域
の
法
的
帰
属
で
あ
っ
た
。
瀬
戸
内
海
は
日
本
の
領

海
で
あ
る
た
め
裁
判
の
管
轄
権
は
日
本
側
に
あ
る
と
主
張
す
る
日
本
政

府
と
、
事
故
現
場
は
公
海
で
あ
る
と
し
て
国
際
海
洋
法
─
当
該
期
に

お
い
て
は
英
国
海
上
法
の
適
用
を
求
め
る
Ｐ
&
Ｏ
社
の
主
張
が
衝
突

し
、
上
海
の
英
国
裁
判
所
は
後
者
の
主
張
を
認
め
た
。
当
該
期
、
領
海

の
範
囲
に
つ
い
て
国
際
的
な
合
意
は
未
だ
確
立
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
を

沿
岸
よ
り
三
海
里
（
五
・
五
五
六
㎞
）
と
す
る
学
説
が
有
力
で
あ
り
、

英
国
控
訴
審
判
決
は
こ
の
説
を
採
用
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
対
外
硬
派
は
、「
没
理
非
法
の
太
甚
し
き
も
の
」「
瀬
戸

内
一
般
の
全
然
我
法
権
に
属
す
る
や
亦
論
を
待
た
さ
る
所
な
り
」
と
強

く
反
発
し
た
。
領
域
概
念
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
構
成
要
素
で
あ
り
、

「
領
海
権
の
把
握
と
失
墜
」
は
「
直
ち
に
以
て
国
の
独
立
に
関
す
る
」

と
捉
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る）

51
（

。
例
え
ば
現
行
条
約
励
行
論
を
唱
え
、
折

し
も
居
留
地
周
辺
で
事
実
上
の
内
地
雑
居
が
進
行
し
て
い
た
現
状
を
批

判
す
る
調
査
報
道
「
外
権
内
侵
録
」
を
『
日
本
』
に
連
載
（
一
八
九
三

年
九
月
二
八
日
〜
一
〇
月
二
三
日
）
し
て
い
た
陸
羯
南
は
、
早
速
「
千

島
艦
事
件
」
を
取
り
上
げ
、
政
府
の
「
対
外
軟
」
に
基
因
す
る
「
外
権

内
侵
」
の
一
例
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る）

51
（

。

　

ま
た
東
京
市
の
神
田
錦
輝
館
で
対
外
硬
の
輿
論
形
成
を
目
的
に
開
催

さ
れ
た
演
説
会
（
一
八
九
三
年
一
一
月
九
日
）
に
お
い
て
高
田
早
苗

は
、「
千
島
艦
の
衝
突
地
た
る
や
日
本
領
海
た
る
こ
と
は
本
邦
人
に
於

て
は
誰
一
人
疑
ふ
も
の
あ
る
べ
か
ら
ず
、
然
れ
ど
も
彼
モ
ー
ロ
ク
な
る

英
国
人
中
に
は
異
議
を
挟
む
も
の
も
亦
多
し
」
と
、
領
海
問
題
を
話
題

の
中
心
に
据
え
た）

55
（

。
す
で
に
「
千
島
艦
事
件
」
は
領
海
概
念
と
国
際
法

を
め
ぐ
る
学
知
に
基
づ
く
議
論
を
惹
起
し
て
い
た
が）

51
（

、
瀬
戸
内
海
の
一

部
が
日
本
の
領
海
外
と
認
定
さ
れ
た
事
実
は
、
学
界
の
枠
を
越
え
広
く

社
会
の
耳
目
を
集
め
、
対
外
硬
派
の
議
論
が
注
目
さ
れ
る
一
因
と
な
っ

た
。

　

同
時
期
の
愛
媛
で
も
、『
海
南
新
聞
』
は
「
判
決
の
根
拠
は
衝
突
の

場
所
、
即
ち
興
居
島
と
睦
月
島
と
の
中
間
を
以
て
日
本
の
領
海
と
認
め



「
千
島
艦
事
件
」
再
考

一
九

ず
世
界
の
公
道
な
り
と
す
る
に
在
り
」
と
こ
の
判
決
を
特
大
活
字
で
報

じ
、「
其
結
果
実
に
国
権
の
消
長
に
関
す
、
豈
に
軽
々
に
看
過
す
べ
け

ん
や
」
と
述
べ
る
な
ど
、「
千
島
艦
事
件
」
を
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
文

脈
で
捉
え
る
姿
勢
を
明
確
に
し
て
い
る）

51
（

。
一
八
九
三
年
一
二
月
末
に
は

県
内
の
内
地
雑
居
尚
早
派
が
帝
国
議
会
に
請
願
を
な
す
べ
く
運
動
を
開

始
し
、
翌
九
四
年
一
月
に
は
演
説
会
も
計
画
さ
れ
た）

58
（

。
生
活
圏
か
ら
指

呼
の
先
に
あ
る
「
興
居
島
と
睦
月
島
と
の
中
間
」
の
海
が
「
日
本
の
領

海
」
で
は
な
い
と
い
う
判
決
は
切
実
な
感
覚
を
伴
っ
て
受
け
止
め
ら

れ
、「
国
権
の
消
長
」
と
い
う
言
説
も
ま
た
自
ら
の
暮
ら
し
に
関
わ
る

も
の
と
し
て
肌
身
に
迫
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
人
び
と
が
日
清
開
戦
の

報
に
接
す
る
の
は
、
同
年
七
月
末
の
こ
と
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、「
千
島
艦
事
件
」
に
関
わ
る
全
て
の
言
説
が
国
家
的
価
値

の
も
と
に
回
収
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
も
、
や
は
り
留
意
が

必
要
で
あ
ろ
う
。
事
故
の
犠
牲
者
信
岡
菊
蔵
を
悼
む
「
信
岡
君
之
碑
」

は
、
瀬
戸
内
海
に
注
ぐ
大
曲
川
の
河
口
に
近
い
船
溜
に
面
し
た
鷺
森

神
社
に
あ
る
（
図
４
）。
こ
れ
は
、
砂
田
徳
蔵
（
一
等
水
兵
、
呉
海
兵

団
）・
藤
岡
寛
蔵
（
同
上
）・
秋
山
貞
吉
（
一
等
水
兵
、
軍
艦
大
和
乗

組
）・
岩
元
乙
八
（
三
等
兵
曹
、
軍
艦
高
雄
乗
組
）・
立
石
彌
五
郎
（
同

上
）・
小
澤
萬
吉
碑
（
横
須
賀
湊
町
）
の
発
起
に
よ
り
、
事
故
後
間
も

な
い
一
八
九
三
年
三
月
か
ら
五
月
の
間
に
建
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る）

59
（

。

　

内
田
正
敏
（
海
軍
大
佐
、
呉
海
兵
団
長
）
の
撰
に
か
か
る
碑
文
は
、

幼
時
に
父
親
を
亡
く
し
た
菊
蔵
の
生
い
立
ち
か
ら
始
ま
り
、
事
故
に
よ

り
中
断
さ
れ
た
彼
の
生
涯
に
つ
い
て
軍
歴
を
中
心
に
叙
し
て
い
る
。
し

か
し
海
難
事
故
に
つ
い
て
は
「
忽
然
遇
奇
禍
、
艦
没
于
故
圀
之
海
」
と

語
ら
れ
る
の
み
で
あ
り
、
同
地
で
営
ま
れ
た
慰
霊
祭
の
際
に
捧
げ
ら
れ

た
祭
文
と
同
じ
く
加
害
者
へ
の
憎
悪
を
煽
る
よ
う
な
文
言
は
見
ら
れ
な

い
。
抑
制
さ
れ
た
筆
致
で
刻
ま
れ
現
在
ま
で
壬
生
川
の
地
に
残
さ
れ
て

い
る
の
は
、
郷
里
を
同
じ
く
す
る
菊
蔵
の
「
知
友
」
が
懐
い
た
「
痛
悼

不
已
、
遂
欲
建
碑
彰
表
以
聊
其
悲
傷
」
と
の
思
い
で
あ
る
。

図４　「信岡君之碑」（筆者撮影）



二
〇

　

註
（
１
）　

以
上
、
壬
生
川
村
の
慰
霊
祭
に
つ
い
て
は
「
覆
艦
遭
難
者
の
招
魂
祭
詳
況
」（『
海

南
新
聞
』
一
八
九
三
年
一
月
八
日
）
に
拠
る
。

（
2
）　

一
八
九
二
年
一
二
月
二
六
日
「
千
島
艦
乗
組
溺
死
水
兵
祭
粢
料
下
賜
」（
愛
媛
県

立
図
書
館
蔵
「
愛
媛
県
行
政
資
料
」M

03- 2- 152

「
自
明
治
廿
三
年
至
仝
廿
六
年　

官
房
達
原
議
並
通
牒
」）。

（
3
）　
「
祭
故
海
軍
一
等
水
兵
信
岡
菊
蔵
君
文
」（『
海
南
新
聞
』
一
八
九
三
年
一
月
七

日
）。

（
4
）　
「
千
島
艦
遭
難
吊
祭
」（『
海
南
新
聞
』
一
八
九
三
年
一
二
月
二
日
）。

（
5
）　

例
え
ば
、
当
該
期
の
政
治
史
を
対
外
硬
運
動
を
軸
に
読
み
解
い
た
小
宮
一
夫
『
条

約
改
正
と
国
内
政
治
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
）
参
照
。
他
に
法
学
的
見
地

か
ら
、
畝
村
繁
「
千
島
艦
事
件
─
国
際
法
上
の
観
点
か
ら
」（『
甲
南
法
学
』
第

一
五
巻
一
・
二
号
、
一
九
七
五
年
）、R

ichard T. C
hang, The C

hishim
a C

ase , 

Journal of Asian Studies, Vol.X
X

X
IV, N

o.3, 1975 

。
海
事
史
的
見
地
か
ら
村
上

貢
「
千
島
艦
衝
突
事
件
と
水
先
人
北
野
由
兵
衛
」（『
海
事
史
研
究
』
第
四
二
号
、

一
九
八
五
年
）
と
い
っ
た
研
究
が
存
在
す
る
。
ま
た
伊
藤
博
文
関
係
文
書
に
収
め
ら

れ
た
「
千
島
艦
事
件
」
関
係
史
料
に
つ
い
て
は
、
岩
壁
義
光
「
解
題
「
秘
書
類
纂 

千
島
艦
事
件
」
収
録
文
書
に
つ
い
て
」（『
伊
藤
博
文
文
書　

第
三
五
巻　

秘
書
類
纂 

千
島
艦
事
件
』
ゆ
ま
に
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）
が
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
。

（
6
）　

当
該
期
の
「
千
島
艦
事
件
」
に
関
す
る
論
点
は
、
福
良
虎
雄
編
『
千
島
艦
事
件
』

（
報
知
社
、
一
八
九
三
年
）
が
整
理
し
て
お
り
参
考
と
な
る
。

（
7
） 　
「
千
島
艦
事
件
を
以
て
政
界
の
焼
点
と
為
す
べ
し
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』

一
八
九
三
年
一
一
月
一
五
日
）。

（
8
）　
「
千
島
艦
事
件
上
奏
案
」（『
日
本
』
一
八
九
三
年
一
二
月
二
一
日
）。

（
9
） 　

前
掲
註
（
5
）
小
宮
『
条
約
改
正
と
国
内
政
治
』
一
七
七
〜
七
八
頁
。

（
10
）　

松
尾
忠
博
『
千
島
艦
沈
没
』（
伊
予
民
俗
の
会
、
一
九
八
八
年
）、
同
「
千
島
艦
沈

没
事
件
文
献
批
判
」（『
伊
予
史
談
』
第
三
〇
二
号
、
一
九
九
六
年
）。

（
11
）　

本
稿
は
、
拙
稿
「
千
島
艦
事
件
再
考
─
地
域
史
と
政
治
史
、
思
想
史
を
つ
な
い

で
─
」（『
子
規
博
だ
よ
り
』
第
三
九
巻
一
号
、
二
〇
二
〇
年
）
を
元
に
、
そ
の
後

の
調
査
で
得
ら
れ
た
史
料
を
加
え
全
面
的
に
改
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
12
）　

以
上
は
小
風
秀
雄
『
帝
国
主
義
下
の
日
本
海
運
』（
山
川
出
版
社
、一
九
九
五
年
）、

と
り
わ
け
第
四
章
「
汽
船
海
運
の
発
展
と
近
代
的
海
運
市
場
の
形
成
」
に
拠
る
。

（
13
）　
『
波
濤
百
年　

宇
和
島
運
輸
株
式
会
社
小
史
』（
宇
和
島
運
輸
株
式
会
社
、

一
九
八
六
年
）、『
石
崎
汽
船
史　

海
に
生
き
る
』（
石
崎
汽
船
株
式
会
社
、

一
九
九
五
年
）
参
照
。

（
14
）　
「
住
友
分
店
又
々
汽
船
を
購
入
す
」（『
海
南
新
聞
』
一
八
九
三
年
一
月
二
〇
日
）。

（
15
）　

前
掲
註
（
13
）『
波
濤
百
年
』
二
六
〜
二
七
頁
。

（
16
）　
「
汽
船
の
衝
突
」（『
海
南
新
聞
』
一
八
九
二
年
一
一
月
二
六
日
）、「
ラ
ヴ
ェ
ン
ナ

号
の
構
造
」（『
大
阪
朝
日
新
聞
』
一
八
九
二
年
一
二
月
二
日
）。

（
17
）　
「
ラ
ヴ
エ
ン
ナ
号
の
損
所
」「
ラ
ヴ
ェ
ン
ナ
号
の
構
造
」（『
大
阪
朝
日
新
聞
』

一
八
九
二
年
一
二
月
二
日
）。

（
18
）　
「
覆
艦
詳
報
」（『
日
本
』
一
八
九
二
年
一
二
月
六
日
）。
同
記
事
は
一
二
月
二
日
付

『
愛
媛
新
報
』
の
抄
録
記
事
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
野
本
岩
五
郎
と
同
時
に
現
場

へ
急
行
し
た
の
は
、
他
に
堀
江
村
駐
在
所
お
よ
び
和
気
浜
駐
在
所
の
巡
査
で
あ
る
友

松
里
次
郎
と
田
坂
某
で
あ
り
、
三
人
は
ラ
ベ
ン
ナ
に
乗
船
後
、
水
先
人
北
野
由
兵
衛

か
ら
の
説
明
を
聞
き
始
め
て
誤
解
を
知
っ
た
と
い
う
。

（
19
）　

一
八
九
二
年
七
月
一
二
日
付
松
山
市
役
所
・
西
宇
和
郡
役
所
・
風
早
和
気
温
泉
久

米
郡
役
所
・
越
智
野
間
郡
役
所
・
新
居
周
布
桑
村
郡
役
所
・
南
宇
和
北
宇
和
郡
役

所
・
松
山
警
察
署
・
三
津
警
察
署
・
今
治
警
察
署
・
八
幡
警
察
署
・
西
条
警
察
署
・

宇
和
島
警
察
署
宛
訓
第
二
一
二
号
、
九
二
年
一
一
月
二
五
日
付
同
上
宛
訓
第
三
〇
五

号
（「
愛
媛
県
行
政
資
料
」M

03- 2- 159

〜163

「
明
治
廿
五
年
愛
媛
県
達
」）。

（
20
）　

一
八
九
二
年
六
月
一
三
日
付
風
早
和
気
温
泉
久
米
郡
役
所
・
三
津
警
察
署
宛
訓
第

一
八
一
号
（
同
右
）。

（
21
）　
『
海
軍
制
度
沿
革 

第
八
』（
海
軍
大
臣
官
房
、
一
九
四
〇
年
）
四
〜
五
頁
、『
海
軍

省
明
治
二
十
四
年
度
報
告
』（
海
軍
大
臣
官
房
、
一
八
九
二
年
）
二
頁
、
高
橋
秀
直

『
日
清
戦
争
へ
の
道
』（
東
京
創
元
社
、
一
九
九
五
年
）
二
〇
〇
〜
二
〇
八
頁
。

（
22
）　
「
千
島
号
の
遭
難
を
聞
て
感
あ
り
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
八
九
二
年
一
二
月
四

日
）。



「
千
島
艦
事
件
」
再
考

二
一

（
23
）　

す
で
に
筆
者
は
同
様
の
手
法
に
よ
り
、
日
清
戦
争
期
に
朝
鮮
の
日
本
人
居
留
地
で

発
行
さ
れ
て
い
た
日
本
語
メ
デ
ィ
ア
の
記
事
が
全
国
紙
に
転
載
さ
れ
る
こ
と
で
朝
鮮

観
形
成
を
主
導
し
た
事
実
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
拙
稿
「『
朝
鮮
新
報
』
主
筆
青

山
好
恵
の
東
学
農
民
戦
争
報
道
─
一
八
九
〇
年
代
の
朝
鮮
情
報
流
通
と
居
留
地
メ

デ
ィ
ア
」（
京
都
大
学
『
人
文
学
報
』
第
一
一
一
号
、
二
〇
一
八
年
）。

（
24
）　
「
新
軍
艦
沈
没
（
溺
死
多
し
）」（『
大
阪
朝
日
新
聞
』
一
八
九
二
年
一
一
月
三
〇
日

号
外
）。

（
25
）　

例
え
ば
、「
ピ
ー
オ
ー
会
社
の
狼
狽
」「
千
島
艦
沈
没
余
聞
」（『
大
阪
朝
日
新
聞
』

一
八
九
二
年
一
二
月
二
日
、
同
三
日
）
な
ど
。

（
26
）　
「
ラ
ヴ
エ
ン
ナ
号
右
舷
に
転
ず
」（『
大
阪
朝
日
新
聞
』
一
八
九
二
年
一
二
月
七
日
）、

前
掲
註
（
22
）「
千
島
号
の
遭
難
を
聞
て
感
あ
り
」。

（
27
）　
「
千
島
艦
沈
没
」（『
日
本
』
一
八
九
二
年
一
二
月
三
日
）。

（
28
）　
「
海
の
藻
屑
」（『
日
本
』
一
八
九
二
年
一
二
月
二
日
）。

（
29
）　
「
軍
気
説
（
下
）」（『
日
本
』
一
八
九
二
年
一
二
月
一
一
日
）。

（
30
）　

拙
著
『
明
治
日
本
の
国
粋
主
義
思
想
と
ア
ジ
ア
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
六
年
）

一
五
四
頁
。
な
お
陸
羯
南
が
用
い
る
「
国
民
的
感
情
」「
国
民
的
精
神
」
と
い
う
語

の
意
味
と
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
松
田
宏
一
郎
『
陸
羯
南
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

二
〇
〇
八
年
）
一
〇
九
〜
一
一
三
頁
を
参
照
。

（
31
）　
「
沈
没
の
実
況
」（『
日
本
』
一
八
九
二
年
一
二
月
五
日
）。
同
記
事
は
一
二
月
一
日

付
『
愛
媛
新
報
』
の
抄
録
で
あ
る
。

（
32
）　

前
掲
註
（
18
）「
覆
艦
詳
報
」。

（
33
）　
「
ラ
ヴ
エ
ン
ナ
号
の
救
助
は
緩
慢
な
り
（
同
上
）」（『
日
本
』
一
八
九
二
年
一
二
月

六
日
）。

（
34
）　
「
千
島
艦
沈
没
彙
報
」（『
海
南
新
聞
』
一
八
九
二
年
一
二
月
四
日
）。

（
35
）　
「
民
党
政
談
大
演
説
会
」（『
海
南
新
聞
』
一
八
九
二
年
一
二
月
四
日
）。
御
手
洗
忠

孝
（
一
八
六
六
〜
一
九
四
〇
）
は
一
八
九
〇
年
に
愛
媛
新
報
社
に
入
社
、
そ
の
後
主

筆
（
一
九
〇
九
年
）、社
長
（
一
九
一
九
年
）
と
な
る
一
方
で
市
会
議
員
（
一
八
九
三

年
）、
県
会
議
員
（
一
九
一
五
年
）、
松
山
市
長
（
一
九
二
六
年
）
を
務
め
た
（
御

手
洗
忠
孝
「
履
歴
書
」
国
立
公
文
書
館
蔵
「
任
免
裁
可
書 

大
正
十
五
年 

任
免
巻

三
十
八
」
所
収
「
御
手
洗
忠
孝
愛
媛
県
松
山
市
長
ニ
就
任
ノ
件
」
任B

01319100

）。

（
36
）　

松
尾
忠
博
「
私
設
堀
江
水
難
救
済
所
の
帝
国
水
難
救
済
会
へ
の
加
盟
」（『
こ
と
ひ

ら
』
第
四
五
号
、
一
九
九
〇
年
）。

（
37
）　
「
日
本
軍
艦
と
英
国
飛
脚
船
の
衝
突
」（『
海
南
新
聞
』
一
八
九
二
年
一
二
月
一
日
）、

松
尾
忠
博
『
軍
艦
千
島
沈
没
事
件
年
表
（
改
定
新
版
）』（
軍
艦
千
島
沈
没
事
件
調
査

研
究
所
、
一
九
九
一
年
）。

（
38
）　
「
沈
没
千
島
艦
の
漂
流
物
品
拾
揚
」「
漂
流
物
」「（『
海
南
新
聞
』
一
八
九
二
年

一
二
月
二
日
、
一
二
月
七
日
）、
一
八
九
二
年
一
二
月
三
日
「
軍
艦
千
島
号
附
属
物

件
漂
着
品
ノ
内
乗
組
員
ノ
記
名
徽
章
等
ア
ル
モ
ノ
取
計
方
」「
軍
艦
千
島
号
乗
組
員

死
体
漂
着
シ
タ
ル
ト
キ
取
扱
方
」（
前
掲
註
（
19
）「
明
治
廿
五
年
愛
媛
県
達
」）。

（
39
）　
「
興
居
島
村
長
よ
り
の
出
願
」「
篤
志
者
続
々
」「
死
体
捜
索
の
届
出
」「
漁
夫
へ
知

事
よ
り
賞
状
を
下
す
」（『
海
南
新
聞
』
一
八
九
二
年
一
二
月
六
日
、
七
日
、
八
日
）。

例
え
ば
西
条
町
の
場
合
、
漁
業
従
事
者
四
二
人
が
五
日
間
、
現
場
海
域
で
捜
索
に
従

事
し
て
お
り
、
参
加
者
の
姓
名
が
新
聞
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
（「
千
島
艦
沈
没
と
西

条
漁
業
者
」『
海
南
新
聞
』
一
八
九
二
年
一
二
月
四
日
）。
こ
れ
ら
沿
岸
諸
町
村
は
義

捐
金
の
募
集
に
も
積
極
的
に
応
じ
て
お
り
（
表
３
参
照
）、
捜
索
経
験
が
事
件
へ
の

関
心
を
惹
起
し
た
例
証
と
な
る
。

（
40
）　

北
原
糸
子
「
ノ
ル
マ
ン
ト
ン
号
事
件
と
義
捐
金
問
題
」（『
メ
デ
ィ
ア
史
研
究
』
第

七
号
、
一
九
九
八
年
）。

（
41
）　
「
義
捐
金
募
集
広
告
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
八
九
二
年
一
二
月
三
日
、
七
日
）。

な
お
参
加
し
た
新
聞
社
は
、
史
料
掲
載
順
に
日
本
新
聞
社
、
日
報
社
、
日
就
社
、
報

知
社
、
東
京
朝
日
新
聞
社
、
中
央
新
聞
社
、
朝
野
新
聞
社
、
朝
報
社
、
改
進
新
聞

社
、
大
和
新
聞
社
、
国
会
新
聞
社
、
国
民
新
聞
社
、
絵
入
自
由
新
聞
社
、
都
新
聞

社
、
商
況
社
、
自
由
社
で
あ
る
（
同
上
）。

（
42
）　
「
メ
デ
ィ
ア
・
イ
ベ
ン
ト
」
と
し
て
の
位
置
づ
け
の
再
検
討
も
含
め
、
新
聞
社
が

主
催
す
る
義
捐
金
の
性
格
が
時
期
に
よ
っ
て
変
化
す
る
過
程
は
今
後
の
検
討
課
題
と

し
た
い
。

（
43
）　
「
千
島
艦
遭
難
義
捐
者
に
謹
告
す
」（『
海
南
新
聞
』
一
八
九
三
年
一
月
一
五
日
）。

（
44
）　
「
義
捐
金
募
集
広
告
」（『
海
南
新
聞
』
一
八
九
二
年
一
二
月
四
日
）。



二
二

（
45
）　

一
方
で
中
学
校
や
師
範
学
校
は
よ
り
積
極
的
に
事
件
に
関
与
し
て
お
り
、
例
え
ば

愛
媛
県
尋
常
中
学
校
で
は
職
員
が
生
存
者
に
鶏
卵
な
ど
物
品
の
支
援
を
行
っ
て
い
た

（「
職
員
と
吏
員
、
千
島
艦
長
へ
見
舞
を
贈
る
」『
海
南
新
聞
』
一
八
九
二
年
一
二
月

四
日
）。

（
46
）　
「
同
胞
諸
士
ニ
訴
フ
」（『
海
南
新
聞
』
一
八
九
二
年
一
二
月
九
日
）。

（
47
）　
「
溺
死
者
追
悼
法
会
」「
曹
洞
宗
の
遭
難
溺
死
者
追
弔
法
会
」「
真
言
宗
百
二
十

余
箇
寺
の
追
弔
」「
溺
死
者
追
悼
の
祭
文
」「
招
魂
祭
と
追
弔
会
」（『
海
南
新
聞
』

一
八
九
二
年
一
二
月
六
日
、
同
七
日
、
同
一
四
日
）。
他
に
も
、
一
二
月
二
日
に
は

越
智
郡
宮
窪
村
で
越
智
郡
島
方
神
官
取
締
支
庁
長
西
原
正
教
が
祭
主
と
な
り
招
魂
祭

が
開
催
さ
れ
、
参
拝
者
は
数
百
人
に
上
っ
た
と
報
道
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
和
気
郡
興

居
島
村
で
も
一
二
月
二
二
日
に
葬
儀
が
執
行
さ
れ
、
一
八
九
三
年
一
月
九
日
に
は
越

智
郡
西
伯
方
村
で
、
一
月
一
五
日
に
は
新
居
郡
玉
津
村
で
も
追
弔
会
が
開
催
さ
れ
て

い
る
（「
地
方
の
千
島
艦
沈
没
溺
死
者
招
魂
祭
」「
千
島
艦
溺
死
者
の
葬
儀
」「
遭
難

溺
死
者
追
弔
会
」「
新
居
郡
千
島
艦
沈
没
招
魂
祭
略
況
」『
海
南
新
聞
』
一
八
九
二
年

一
二
月
一
六
日
、
同
二
三
日
、
九
三
年
一
月
一
四
日
、
同
一
八
日
）。

（
48
）　

一
八
九
三
年
一
月
六
日
海
軍
省
宛
阿
刀
良
雄
照
会
（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
蔵
『
公

文
備
考　

別
輯　

新
艦
製
造
書
類
（
千
島
、
松
島
、
厳
島
）
回
航　

千
島
沈
没
ヲ

含
』
海
軍
省

－

公
文
備
考
別
輯

－M
33- 37- 37

）。

（
49
）　

例
え
ば
風
早
郡
で
二
十
三
ヶ
寺
に
よ
る
追
弔
法
会
を
企
画
し
た
の
は
、
東
京
よ
り

入
手
し
た
「
幻
灯
」
を
用
い
た
「
演
説
」
に
よ
る
布
教
を
計
画
し
て
い
た
風
早
仏
教

青
年
会
で
あ
る
（「
風
早
仏
教
青
年
会
」『
海
南
新
聞
』
一
八
九
二
年
一
二
月
一
一

日
）。
当
該
期
の
仏
教
青
年
会
に
つ
い
て
は
、
岩
田
文
昭
『
近
代
仏
教
と
青
年
─

近
角
常
観
と
そ
の
時
代
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
）
参
照
。

（
50
）　
「
溺
死
者
招
魂
祭
」「
招
魂
祭
臨
席
者
」（『
海
南
新
聞
』
一
八
九
二
年
一
二
月
八

日
、
一
一
日
）。

（
51
）　

白
蓮
講
は
一
八
九
二
年
一
二
月
六
日
よ
り
死
亡
者
の
三
七
日
法
要
を
計
画
し
義
捐

金
を
募
集
し
て
い
る
。
広
告
で
は
三
津
浜
の
久
保
田
廻
漕
店
も
発
起
人
の
一
人
と
し

て
名
を
連
ね
て
い
る
（「
緊
急
広
告
」『
海
南
新
聞
』
一
八
九
二
年
一
二
月
七
日
）。

な
お
白
蓮
講
主
催
の
義
捐
金
で
は
一
円
以
上
の
高
額
拠
金
も
多
く
、
新
聞
社
の
義
捐

金
企
画
へ
の
参
加
と
は
異
な
っ
た
側
面
が
見
出
さ
れ
る
（「
松
山
白
蓮
講
社
松
山
有

志
義
会
事
務
募
集
広
告
」『
海
南
新
聞
』
一
八
九
二
年
一
二
月
一
六
日
）。

（
52
）　
「
三
津
浜
の
軍
艦
遭
難
者
追
弔
会
」「
招
魂
祭
準
備
会
」「
千
島
艦
遭
難
者
の
大
法

会
」「
千
島
艦
遭
難
者
祭
資
料
寄
附
」（『
海
南
新
聞
』
一
八
九
二
年
一
二
月
一
四
日
、

一
七
日
、
二
四
日
）。

（
53
）　
「
千
島
艦
事
件
の
英
廷
公
判
」「
内
海
主
権
論
」（『
日
本
』
一
八
九
三
年
一
一
月
六

日
、
七
日
）。

（
54
）　

同
右
。
な
お
現
行
条
約
励
行
論
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
（
30
）『
明
治
日
本
の
国

粋
主
義
思
想
と
ア
ジ
ア
』
一
五
三
〜
一
五
六
頁
を
参
照
。

（
55
）　
「
千
島
艦
事
件
演
説
会
」（『
日
本
』
一
八
九
三
年
一
一
月
一
〇
日
）。

（
56
）　

例
え
ば
、
陸
羯
南
が
中
心
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
東
邦
協
会
で
は
、
国
際
法
の
専
門

家
が
同
問
題
の
学
術
的
検
討
を
開
始
し
て
い
た
（「
日
本
内
海
に
於
る
国
権
空
疎
の

宿
弊
を
慎
重
反
省
し
其
匡
直
の
必
要
大
略
を
述
ぶ
」「
領
海
の
定
義
及
ひ
其
制
度
」

『
東
邦
協
会
報
告
』
第
三
〇
号
、
第
三
一
号
附
録
、
一
八
九
三
年
一
一
月
、
同
一
二

月
）。「
千
島
艦
事
件
」
は
、
対
外
硬
運
動
の
拠
点
で
あ
っ
た
東
邦
協
会
に
お
い
て
領

海
問
題
が
討
議
さ
れ
る
契
機
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
57
）　
「
千
島
艦
事
件
の
判
決
」（『
海
南
新
聞
』
一
八
九
三
年
一
一
月
八
日
）。

（
58
）　
「
本
県
の
雑
居
尚
早
派
」（『
海
南
新
聞
』
一
八
九
三
年
一
二
月
二
八
日
）。

（
59
）　
「
信
岡
君
之
碑
」
に
は
建
立
年
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
発
起
者
の
う
ち
秋

山
貞
吉
（
壬
生
川
村
出
身
、
一
八
六
七
年
生
）
の
肩
書
き
に
記
さ
れ
た
「
軍
艦
大
和

乗
組
」
の
期
間
は
九
三
年
三
月
二
日
か
ら
同
五
月
二
一
日
ま
で
で
あ
る
た
め
、
同
碑

の
建
立
時
期
も
そ
の
間
と
推
定
さ
れ
る
。
秋
山
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、「
履
歴
明
細

書
」（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
蔵
『
明
治
卅
四
年 

公
文
備
考 

恩
給
一 

二
十
五
』「
軍
人

恩
給
法
ニ
拠
リ
恩
給
請
求
ノ
件
」
海
軍
省

－

公
文
備
考

－M
34-25-408

）
参
照
。

　
［
付
記
］　

本
稿
は
、JSPS

科
研
費
（21K

13098

）
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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